
大
定
和
議
�
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て

毛

利

英

介

は
じ
め
に

第
一
違

皇
瓜
和
議
破
綻
�
の
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書
に
つ
い
て

第
一
�

皇
瓜
和
議
破
綻
�
の
外
�
�
書
の
書
式

第
二
�

大
定
和
議
�
涉
�
�
に
お
け
る
南
宋
側
の
對
金
外
�
�
書
の
書
式
に
對
す
る
議
論

第
二
違

大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て

第
一
�

南
宋
の
對
金
國
書
に
お
け
る
冒
頭
定
型
句
に
つ
い
て

第
二
�

大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
お
け
る
本
�
の
句
數
に
つ
い
て

結
び
に
代
え
て

は

じ

め

に

筆
者
は
︑
こ
れ
ま
で
一
〇
か
ら
一
三
世
紀
の
東
ア
ジ
ア(1

)
に
つ
い
て
︑
そ
の
多
國
分
立
狀
況
に
特

が
あ
る
と
考
え
︑
當
時
の
國
際
關
係
に
つ

い
て
硏
究
を
行
っ
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
と
り
わ
け
契
丹

(遼
)
と
五
代
・
北
宋
の
關
係
に
�
目
し
て
毛
利
二
〇
〇
四
以
來
論
稿
を
發
表
し
て
き

た
︒
し
か
し
︑
契
丹
と
北
宋
の
關
係
が
後
代
に
影
�
を
與
え
た
こ
と
は
旣
に
指
摘
が
あ
る
ほ
か(2

)
︑
�
に
後
代
の
�
料
の
中
で
契
丹
と
北
宋
の
關

係
に
つ
い
て
営
べ
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
こ
こ
で
い
う
後
代
の
�
料
と
は
金
と
南
宋
の
關
係
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
そ
の
大
き
な
部
分
を
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占
め
る
が
︑
以
下
に
営
べ
る
よ
う
に
︑
金
・
南
宋
關
係
の
硏
究
狀
況
は
十
�
と
は
言
い
が
た
い
も
の
が
あ
る
︒
か
か
る
狀
況
か
ら
金
・
南
宋
關

係
を
�
ら
か
に
す
る
必
�
を
痛
感
し
︑
そ
の
第
一
步
と
し
て
本
稿
を
草
す
る
も
の
で
あ
る
︒

ま
ず
こ
こ
で
金
・
南
宋
關
係
の
硏
究
狀
況
に
つ
い
て
営
べ
て
お
く
︒
金
・
南
宋
關
係
は
決
し
て
硏
究
が
閏
實
し
た
狀
況
で
は
な
い
が
︑
古
典

�
硏
究
と
し
て
外
山
一
九
六
四
が
存
在
す
る
ほ
か
︑
�
年
で
は
趙
永
春
二
〇
〇
五
も
公
刊
さ
れ
て
お
り
︑
兩
書
を
�
せ
見
れ
ば
金
・
南
宋
關
係

の
推
移
の
大
よ
そ
は
把
握
可
能
で
あ
る
︒
�
に
は
︑
�
年
で
は
吳
曉
萍
二
〇
〇
六
・
冒
志
祥
二
〇
一
二
・
李
輝
二
〇
一
四
な
ど
が
相
�
い
で
出

版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
金
・
南
宋
關
係
の
制
度
�
側
面
も
か
な
り
�
ら
か
に
な
っ
て
き
た
︒
つ
ま
り
︑
金
・
南
宋
關
係
の
硏
究
は
︑
�
に
深

く
掘
り
下
げ
て
行
う
 
境
が
整
っ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い(3

)
︒

�
に
金
・
南
宋
關
係
の
推
移
に
つ
い
て
槪
觀
す
る
︒
靖
康
の
變
以
影
の
初
�
の
戰
亂
が
收
束
し
て
以
後
の
金
・
南
宋
關
係
は
︑
單
純
#
す
れ

ば
以
下
の
三
�
の
和
議
の
成
立
と
そ
の
破
綻(4

)
と
理
解
で
き
よ
う
︒

・
皇
瓜

(紹
興
)
和
議

(一
一
四
一
成
立
︑
一
一
六
二
破
綻
)

名
分
：
君
臣
︑
歲
貢
：
銀
二
五
萬
兩
・
絹
二
五
萬
'

・
大
定

(乾
(
)
和
議

(一
一
六
五
成
立
︑
一
二
〇
六
破
綻
)

名
分
：
叔
姪
︑
歲
)
：
銀
二
〇
萬
兩
・
絹
二
〇
萬
'

・
泰
和

(嘉
定
)
和
議

(一
二
〇
八
成
立
︑
一
二
一
七
破
綻
)

名
分
：
伯
姪
︑
歲
)
：
銀
三
〇
萬
兩
・
絹
三
〇
萬
'

※
和
議
の
名
稱
は

(

)
の
*
が
金
の
年
號
︑
(

)
內
が
南
宋
の
年
號
︒
本
稿
で
は
,
宜
�
に
金
の
年
號
の
み
で
和
議
を
稱
す
る
︒

名
分
は
*
者
が
金
皇
-
︑
後
者
が
南
宋
皇
-(5

)
︑
歲
貢
・
歲
)
は
南
宋
か
ら
金
に
對
し
て
の
も
の
︒

以
上
の
う
ち
︑
金
・
南
宋
閒
が
君
臣
關
係
に
あ
っ
た
皇
瓜
和
議
�
は
南
宋
側
か
ら
は
�
も
忌
む
べ
き
時
代
で
あ
り
︑
南
宋
側
の
�
料
か
ら
分

る
こ
と
は
少
な
い(6

)
︒
そ
し
て
關
聯
の
�
料
狀
況
に
よ
り
︑
南
宋
側
の
�
料
か
ら
分
る
こ
と
が
少
な
い
こ
と
は
︑
當
該
時
�
の
金
・
南
宋
關
係
に
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つ
い
て
解
�
可
能
な
事
實
が
少
な
い
こ
と
を
.
味
す
る
︒
そ
れ
に
對
し
大
定
和
議
�
に
つ
い
て
は
︑
南
宋
側
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
以
*
の
皇
瓜
和

議
�
よ
り
は
名
分
な
ど
に
お
い
て
對
金
關
係
の
條
件
が
改
善
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
相
對
�
に
�
料
狀
況
が
良
好
と
な
る
︒
�
に
は
︑
皇
瓜
和
議

�
の
狀
況
に
つ
い
て
も
︑
大
定
和
議
�
か
ら
對
比
�
に
振
り
/
っ
た
記
事
に
よ
っ
て
0
�
す
る
こ
と
も
多
い
︒
他
方
そ
の
後
の
泰
和
和
議
�
に

つ
い
て
は
︑
そ
も
そ
も
南
宋
側
に
お
い
て
︑
金
・
南
宋
關
係
に
限
ら
ず
一
般
�
に
�
料
狀
況
が
良
く
な
い
た
め
檢
討
に
困
難
が
存
在
す
る
︒

よ
っ
て
︑
本
稿
で
は
手
始
め
に
大
定
和
議
�
に
�
目
し
て
議
論
を
行
う
こ
と
と
し
た
い
︒

さ
て
︑
一
般
に
*
�
代
の
國
際
關
係
を
論
じ
る
際
に
︑
そ
の
枠
組
み
を
理
解
す
る
た
め
に
儀
禮
と
�
書
に
�
目
す
る
の
は
自
然
な
あ
り
方
だ

ろ
う
︒
そ
し
て
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
關
係
に
關
し
て
も
�
年
そ
の
兩
者
の
硏
究
が
出
2
っ
た
︒
卽
ち
︑
井
黑
忍
の
﹁
5
書
禮
﹂
に
關
す

る
硏
究

(井
黑
二
〇
一
三(7
))

と
︑
廣
瀨
憲
雄
の
﹁
國
書(8

)
﹂
の
書
式
に
關
す
る
硏
究

(
廣
瀨
二
〇
一
三
・
廣
瀨
二
〇
一
四
第
二
違
)
で
あ
る(9

)
︒

｢5
書
禮
﹂
な
る
語
は
︑
本
來
�
に
は
﹁
�
書
を
5
領
す
る
際
の
儀
禮
﹂
を
.
味
す
る
の
み
で
あ
る
︒
だ
が
こ
こ
で
い
う
﹁
5
書
禮
﹂
と
は
︑

金
と
南
宋
が
君
臣
關
係
に
あ
っ
た
皇
瓜
和
議
�
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
︑
南
宋
皇
-
が
9
立
の
う
え
で
金
:
か
ら
直
接
金
皇
-
の
外
�
�
書
を

5
領
す
る
儀
禮
の
こ
と
で
あ
る(10

)
︒
そ
れ
が
君
臣
關
係
が
撤
廢
さ
れ
た
大
定
和
議
�
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
か
ら
︑
南
宋
側
で
特
に
孝
宗

が
問
題
視
し
て
廢
止
を
目
指
し
︑
和
議
成
立
後
<
十
年
に
わ
た
り
金
に
對
し
て
硬
軟
の
働
き
か
け
を
行
う
が
︑
つ
い
に
廢
止
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
︒
井
黑
は
こ
れ
に
檢
討
を
加
え
︑﹁
5
書
禮
﹂
に
�
目
す
る
と
︑
大
定
和
議
�
に
お
い
て
も
﹁
君
臣
關
係
を
具
現
#
す
る
場
が
一
貫
し

て
維
持
さ
れ
た
﹂
と
す
る
︒

他
方
︑
廣
瀨
二
〇
一
三
は
大
定
和
議
�
の
國
書
に
つ
い
て
︑
=
に
﹃
金
�
﹄
卷
八
七
僕
散
忠
義
傳
の
記
営
に
依
據
し
て
國
書
の
冒
頭
定
型
句

に
つ
い
て
檢
討
を
行
い(11

)
︑
そ
の
結
果
と
し
て
南
宋
の
對
金
國
書
に
お
け
る
冒
頭
定
型
句
は
︑
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
︒

姪
宋
皇
-
眘
謹
ん
で
再
拜
し
て
書
を
叔
大
金
?
�
仁
孝
皇
-
闕
下
に
致
す
︒

(姪
宋
皇
-
眘
謹
再
拜
致
書
于
叔
大
金
?
�
仁
孝
皇
-
闕
下
︒)

そ
れ
に
對
し
て
金
か
ら
南
宋
に
對
し
て
は
︑﹁
叔
大
金
皇
-
﹂
と
あ
り
︑
名
を
記
さ
ず
︑﹁
謹
再
拜
﹂
と
も
記
さ
ず
︑
南
宋
皇
-
の
@
號
は
:
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用
せ
ず
︑﹁
闕
下
﹂
と
も
稱
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
よ
っ
て
︑
國
書
冒
頭
の
定
型
句
を
以
下
の
よ
う
に
想
定
す
る
も
の
と
な
る
︒

叔
大
金
皇
-
書
を
姪
宋
皇
-
に
致
す
︒

(叔
大
金
皇
-
致
書
于
姪
宋
皇
-(12
)

︒)
︒

こ
の
よ
う
に
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
雙
方
向
�
に
﹁
致
書
﹂
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
︑
�
に
周
必

大
﹁
省
齋
�
稿
﹂
卷
一
四
﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆
跋
﹂
(﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
〇
册
二
一
一
～
二
一
二
頁(13
))

に
引
く
金
の
對
南
宋
國
書
の
末
尾
に
對

等
關
係
を
表
す
﹁
不
宣
﹂
と
い
う
表
現
が
存
在
す
る
こ
と
を
�
せ(14

)
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
關
係
は
外
�
�
書
上
は
大
き
な
上
下
關
係
が
存

在
し
な
い

≒

對
等
な
關
係
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
︒

以
上
の
兩
者
の
硏
究
を
著
者
な
り
に
ま
と
め
る
と
︑
井
黑
は
﹁
5
書
禮
﹂
に
�
目
し
て
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
關
係
が
皇
瓜
和
議
�
の

君
臣
關
係
の
C
長
線
上
に
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
れ
に
對
し
廣
瀨
は
︑
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
�
目
し
て
︑
大
定
和
議
�
に
お
い
て
兩
者
が
對
等

に
�
い
關
係
で
あ
っ
た
と
す
る
︒
兩
者
の
見
方
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
が
︑
相
當
に
衣
な
る
印
象
を
與
え
る
こ
と
も
否
め
な

い
︒
す
る
と
︑
兩
者
の
議
論
は
修
正
を
�
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
︑
そ
の
際
に
再
考
の
餘
地
が
多
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
は
國

書
に
關
す
る
硏
究
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
︑﹁
5
書
禮
﹂
の
問
題
に
は
古
く
趙
D
﹃
廿
二
�
箚
記
﹄
卷
二
五
﹁
宋
遼
金
夏
�
際
儀
﹂
以
來
の
硏
究

が
存
在
し
︑
井
黑
は
怨
た
な
着
眼
を
し
て
い
る
が
︑
一
方
で
事
實
關
係
と
し
て
は
大
枠
が
定
ま
っ
た
課
題
と
も
稱
し
う
る
︒
そ
れ
に
對
し
︑
大

定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
の
書
式
の
問
題
は
�
年
檢
討
が
開
始
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
︑
廣
瀨
の
硏
究
は
先
驅
�
な
硏
究
だ
け
に
再
考
の

餘
地
が
E
り
得
る
︒
�
に
︑
廣
瀨
の
硏
究
は
廣
く
東
ア
ジ
ア
の
外
�
�
書
を
見
渡
す
中
で
大
定
和
議
�
の
國
書
に
も
言
F
し
た
も
の
で
︑
そ
こ

に
廣
瀨
の
硏
究
の
價
値
が
あ
る
の
だ
が
︑
大
定
和
議
�
を
專
門
に
論
ず
る
も
の
で
は
な
い
︒
よ
っ
て
本
稿
で
は
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒

の
國
書
に
焦
點
を
當
て
て
初
步
�
な
議
論
を
行
い
︑
今
後
の
硏
究
の
一
助
た
ら
ん
こ
と
を
目
指
す
︒

こ
こ
で
本
稿
の
G
成
に
つ
い
て
営
べ
て
お
く
︒
ま
ず
第
一
違
で
皇
瓜
和
議
破
綻
か
ら
大
定
和
議
成
立
ま
で
の
閒
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
外

�
�
書
に
つ
い
て
︑
F
び
大
定
和
議
の
�
涉
�
�
に
お
け
る
南
宋
で
の
對
金
外
�
�
書
の
書
式
に
關
す
る
議
論
に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
で
︑
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大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
の
書
式
が
成
立
す
る
*
提
を
把
握
す
る
︒
第
二
違
で
は
︑
本
稿
の
=
た
る
議
論
の
對
象
で
あ
る
大
定
和
議

�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て
檢
討
を
行
う
︒
具
體
�
に
は
︑
國
書
冒
頭
の
定
型
句
と
國
書
本
�
の
句
數
に
�
目
す
る
こ
と
と
な
る
︒

な
お
︑
本
稿
で
は
周
必
大
﹃
�
忠
集
﹄
H
收
の
�
料
を
積
極
�
に
:
用
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
本
稿
は
︑
周
必
大
﹃
�
忠
集
﹄
H
收
�
料
を

本
格
�
に
本
分
野
に
I
入
す
る
た
め
の
試
み
と
い
う
側
面
も
持
つ
︒

第
一
違

皇
瓜
和
議
破
綻
�
の
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書
に
つ
い
て

本
違
で
は
︑
金
・
海
陵
王
の
南
宋
K
攻
に
よ
り
皇
瓜
和
議
が
破
綻
し
て
か
ら
大
定
和
議
が
成
立
す
る
閒
(
本
稿
で
は
皇
瓜
和
議
破
綻
�
と
稱
す
)

に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書
に
關
す
る
檢
討
を
行
う
︒

皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
も
︑
戰
闘
と
�
行
し
つ
つ
樣
々
な
形
で
金
・
南
宋
閒
で
�
涉
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
後
L
に
は
名
分
�
な
問
題
を
囘
M
す

る
た
め
も
あ
っ
て
官
廳
閒
あ
る
い
は
臣
僚
閒
で
の
�
涉
と
い
う
形
が
と
ら
れ
た
が
︑
そ
の
*
L
の
大
定
二
年
・
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
に

は
金
か
ら
南
宋
へ
一
囘
・
南
宋
か
ら
金
へ
二
囘

(た
だ
し
一
囘
は
入
國
で
き
ず
)
︑
合
計
三
囘
に
わ
た
っ
て
國
家
レ
ベ
ル
で
の
:
�
が
N
O
さ
れ

た
︒
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
�
目
す
る
本
稿
の
問
題
.
識
か
ら
︑
本
違
で
は
ま
ず
そ
れ
以
*
の
皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
P
來
し
た

こ
れ
ら
の
:
�
が
持
參
し
た
外
�
�
書
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
そ
の
後
に
︑
國
家
レ
ベ
ル
の
:
�
の
P
來
が
Q
絕
え
た
後
に
始
ま
っ
た
︑
大
定

和
議
成
立
へ
至
る
�
涉
の
�
�
に
お
け
る
南
宋
國
內
で
の
對
金
外
�
�
書
の
書
式
に
對
す
る
議
論
に
つ
い
て
も
�
せ
て
檢
討
し
た
い
︒

さ
て
具
體
�
な
檢
討
に
入
る
*
に
︑
こ
こ
で
皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
お
け
る
金
・
南
宋
關
係
の
推
移
に
つ
い
て
槪
觀
し
て
お
く
︒
正
隆
六
年
・

紹
興
三
一
年

(一
一
六
一
)
九
T
に
金
・
海
陵
王
の
南
宋
K
攻
に
よ
り
皇
瓜
和
議
は
破
綻
し
︑
國
境
の
淮
河
を
越
え
た
金
軍
は
長
江
一
帶
に
ま

で
攻
め
U
む
が
︑
V
征
中
の
同
年
一
一
T
に
海
陵
王
は
揚
州
で
弑
殺
さ
れ
て
金
軍
は
撤
X
し
︑
Y
勢
は
南
宋
E
利
に
傾
く
︒
そ
の
よ
う
な
中
︑

Z
大
定
二
年
・
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
六
T
に
南
宋
で
は
高
宗
が
X
位
し
て
太
上
皇
-
と
な
り
︑
孝
宗
が
卽
位
す
る
︒
孝
宗
は
高
宗
に
比

し
て
對
金
=
戰
N
で
あ
り
︑
こ
れ
以
後
南
宋
は
金
に
對
し
て
攻
勢
を
企
圖
す
る
こ
と
と
な
る
︒
一
方
金
で
は
海
陵
王
弑
殺
以
*
に
旣
に
東
京
遼
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陽
府
で
世
宗
が
自
立
し
て
い
た
が
︑
そ
の
後
中
都
に
\
出
し
た
上
で
北
方
で
の
契
丹
人
の
]
亂
を
鎭
定
す
る
と
南
宋
に
本
格
�
に
向
き
合
う
こ

と
と
な
り
︑
大
定
三
年
・
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
五
T
に
は
大
擧
K
入
し
て
き
た
南
宋
軍
を
符
離
の
戰
い
で
壞
滅
さ
せ
る
︒
こ
れ
以
後
は
金

が
Y
勢
の
=
I
權
を
握
り
︑
そ
の
液
れ
の
中
で
大
定
五
年
・
乾
(
元
年

(一
一
六
五
)
に
大
定
和
議
は
閲
結
さ
れ
る
こ
と
と
な
る(15

)
︒

第
一
�

皇
瓜
和
議
破
綻
�
の
外
�
�
書
の
書
式

皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書
の
書
式
を
檢
討
す
る
に
あ
た
り
︑
ま
ず
*
提
と
し
て
皇
瓜
和
議
�
に
お
け
る
金
・
南

宋
閒
の
外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
営
べ
る
︒

皇
瓜
和
議
�
に
は
金
・
南
宋
閒
は
君
臣
關
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
兩
國
閒
で
は
詔
F
び
表
が
:
用
さ
れ
た
が
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
と

お
り
同
時
�
の
金
・
南
宋
關
係
に
關
す
る
南
宋
側
の
�
料
は
乏
し
く
︑
外
�
�
書
の
實
例
と
し
て
は
皇
瓜
和
議
成
立
時
の
南
宋
の
誓
表
が
﹃
金

�
﹄
卷
七
七
宗
弼
傳
に
見
え
る
�
度
で
︑
正
旦
祝
賀
・
生
辰
祝
賀
を
中
心
と
し
た
_
常
の
:
�
の
P
來

(本
稿
で
は
﹁
`
時
﹂
と
稱
す
)
に
a
う

外
�
�
書
の
實
例
は
管
見
で
は
見
當
た
ら
な
い
︒
た
だ
し
こ
れ
も
先
営
の
と
お
り
︑
大
定
和
議
�
と
對
比
さ
せ
る
形
で
そ
れ
が
如
何
な
る
書
式

で
あ
っ
た
か
を
示
す
�
料
は
存
在
し
︑
そ
こ
か
ら
知
ら
れ
る
以
下
の
諸
點
が
重
�
で
あ
る
と
考
え
る
︒

・﹁
大
宋
﹂
で
は
な
く
﹁
宋
﹂
と
す
る
︒

・
南
宋
皇
-
に
つ
い
て
は
﹁
皇
-
﹂
で
は
な
く
﹁
-
﹂
と
す
る
︒

・
南
宋
皇
-
は
﹁
再
拜
﹂
の
語
を
:
用
す
る
︒

・
南
宋
皇
-
に
つ
い
て
は
諱
を
記
す(16

)
︒

そ
れ
で
は
︑
以
下
皇
瓜
和
議
破
綻
�
*
L
に
お
け
る
外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
︑
:
�
N
O
ご
と
に
區
切
っ
て
檢
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
︒
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(A
)
高
忠
円
の
:
宋

皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
お
け
る
國
家
レ
ベ
ル
の
O
:
と
し
て
は
︑
ま
ず
金
か
ら
高
忠
円
が
世
宗
の
卽
位
を
_
知
す
る
名
目
で
南
宋
に
N
O
さ
れ

た
こ
と
が
擧
げ
ら
れ
る(17

)
︒

高
忠
円
の
:
宋
に
關
し
て
は
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
な
ど
複
數
の
南
宋
の
�
書
に
ま
と
ま
っ
た
記
載
が
あ
る
が
︑
管
見
で
は
そ
の
際
の
外

�
�
書
の
內
容
F
び
書
式
ま
で
一
部
で
あ
っ
て
も
記
営
す
る
の
は
周
必
大
﹁
親
征
錄
﹂
だ
け
で
あ
る(18

)
︒
そ
の
內
容
は
﹁
皇
瓜
和
議
以
來
南
宋
と

は
和
`
が
繼
續
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
金
・
海
陵
王
は
大
義
名
分
も
な
く
南
宋
K
攻
を
行
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
金
が
占
領
し
た
淮
河
以

南
の
地
を
南
宋
に
/
d
し
て
和
`
を
囘
復
し
た
い
﹂
と
の
も
の
だ
が
︑
こ
れ
は
高
忠
円
來
到
以
*
に
南
宋
に
傳
え
ら
れ
た
﹁
金
國
大
都
督
府

牒
﹂
の
內
容
と
大
枠
で
一
致
す
る(19

)
︒
よ
っ
て
︑
む
し
ろ
こ
こ
で
�
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
書
式
で
あ
る
︒
卽
ち
︑
第
一
に
金
は
南
宋
に
對
し
て
皇

瓜
和
議
�
に
お
け
る
詔
で
は
な
く
﹁
致
書
﹂
と
記
さ
れ
る
國
書
を
:
用
し
て
い
る
こ
と
︑
第
二
に
金
皇
-
は
自
ら
を
﹁
大
金
皇
-
﹂
と
し
つ
つ

南
宋
皇
-
を
﹁
宋
-
﹂
と
す
る
皇
瓜
和
議
�
の
呼
稱
を
引
き
續
き
:
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る(20

)
︒
周
必
大
が
具
體
�
內
容
の
み
で
な
く
こ
の
部

分
を
含
め
て
書
き
留
め
た
の
も
︑
そ
の
重
�
性
に
鑑
み
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
は
︑
金
・
海
陵
王
の
e
<
破
棄
に
a
っ
て
金
・
南
宋
閒
の

君
臣
關
係
は
解
f
さ
れ
た
と
の
金
側
の
g
識
を
h
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
こ
こ
か
ら
は
�
に
こ

の
時
點
で
金
は
南
宋
に
對
し
て
表
の
:
用
を
求
め
な
か
っ
た
こ
と
も
推
測
可
能
で
あ
る
︒

正
確
に
言
え
ば
︑
高
忠
円
ら
は
國
境
を
越
え
て
南
宋
領
に
入
る
に
當
た
り
南
宋
側
に
對
し
て
臣
禮
を
取
る
こ
と
を
求
め
た
と
さ
れ
る
の
で(21

)
︑

高
忠
円
N
O
の
當
初
か
ら
金
側
が
外
�
�
書
の
書
式
面
に
お
い
て
君
臣
關
係
を
放
棄
す
る
こ
と
を
決
斷
し
て
い
た
か
は
不
�
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑

現
實
に
﹁
致
書
﹂
と
記
さ
れ
た
國
書
を
南
宋
側
に
も
た
ら
し
て
お
り
︑
そ
し
て
そ
れ
は
高
忠
円
の
獨
斷
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
︑
君
臣
關
係
と
非

君
臣
關
係
の
外
�
�
書
を
と
も
に
用
.
し
︑
南
宋
側
の
對
應
を
見
て
高
忠
円
が
0
斷
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

そ
う
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は
金
・
世
宗
の
卽
位
後
�
な
い
時
�
に
當
た
り
內
憂
外
患
を
i
え
た
金
側
の
現
實
�
な
0
斷
が
見
て
取
れ
る
よ
う
に
感

じ
る(

22
)

︒
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さ
て
︑
金
が
南
宋
と
の
君
臣
關
係
を
解
f
し
て
詔
で
は
な
く
﹁
致
書
﹂
と
記
さ
れ
た
國
書
を
:
用
す
る
こ
と
は
︑
南
宋
側
と
し
て
も
衣
存
は

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
問
題
と
な
っ
た
の
は
そ
の
j
5
で
あ
っ
た
︒
卽
ち
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
営
べ
た
﹁
5
書
禮
﹂
の
問
題
で
あ

る(
23
)

︒基
本
�
に
高
忠
円
は
皇
瓜
和
議
�
の
﹁
5
書
禮
﹂
を
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
が
︑
南
宋
側
は
北
宋
�
の
あ
り
方
へ
の
囘
歸
を
求
め
た
︒
*
者
で

あ
れ
ば
金
:
は
昇
殿
の
上
で
南
宋
皇
-
に
外
�
�
書
を
直
接
手
渡
し
︑
後
者
で
あ
れ
ば
昇
殿
せ
ず
に
閤
門
に
手
渡
す
こ
と
と
な
る
︒
周
必
大

﹁
親
征
錄
﹂
と
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
を
�
せ
觀
る
と
︑
南
宋
側
は
金
:
が
昇
殿
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
g
め
た
が
︑
金
:
は
昇
殿
の
上
で
宰

相
に
手
渡
す
こ
と
を
求
め
る
も
南
宋
側
は
こ
れ
を
g
め
ず
事
態
は
膠
着
し
︑
結
果
と
し
て
︑
南
宋
側
が
地
に
伏
し
て
抵
抗
す
る
金
:
か
ら
强
制

�
に
外
�
�
書
を
奪
い
取
る
こ
と
と
な
っ
た(24

)
︒

結
論
を
先
取
り
す
る
が
︑
對
南
宋
外
�
�
書
は
皇
瓜
和
議
�
の
詔
か
ら
﹁
致
書
﹂
と
記
さ
れ
た
國
書
に
變
�
す
る
が
︑
一
方
で
﹁
5
書
禮
﹂

に
つ
い
て
は
皇
瓜
和
議
�
の
も
の
を
踏
襲
す
る
と
い
う
こ
の
高
忠
円
の
:
宋
時
に
お
け
る
金
の
=
張
は
︑
そ
の
後
の
大
定
和
議
�
の
あ
り
方
に

一
致
す
る
︒
そ
の
點
で
︑
金
側
は
こ
の
段
階
で
の
=
張
を
押
し
_
し
た
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
︒

さ
て
︑
高
忠
円
の
歸
國
に
際
し
て
南
宋
側
が
持
參
さ
せ
た
囘
答
の
外
�
�
書
の
內
容
に
つ
い
て
は
︑
周
必
大
﹁
親
征
錄
﹂
紹
興
三
二
年

(一

一
六
二
)
三
T
丁
巳
に
鯵
單
な
記
載
が
あ
る(25

)
︒
そ
の
內
容
は
︑﹁
金
に
占
領
さ
れ
た
淮
河
以
南
の
地
は
す
で
に
自
力
で
奪
d
し
て
お
り
︑
祖
宗

の
故
地

(=

河
南
)
に
つ
い
て
こ
れ
か
ら
:
�
を
N
O
し
て
/
d
を
求
め
る
︒﹂
と
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
宋
側
E
利
な
Y
勢
も
あ
り
︑
强
氣
な
內

容
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
﹁
親
征
錄
﹂
の
記
営
か
ら
は
︑
こ
の
外
�
�
書
が
如
何
な
る
書
式
で
あ
っ
た
か
は
不
�
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

﹁
致
書
﹂
の
表
現
を
持
つ
國
書
に
對
す
る
囘
答
の
外
�
�
書
で
あ
る
こ
と
に
加
え
︑﹃
宋
�
﹄
卷
三
八
四
陳
康
伯
傳
に
は
こ
の
際
﹁
報
書
に
敵
國

の
禮
を
用
い
た
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
は
表
で
は
な
く
國
書
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
想
定
可
能
で
あ
る(26

)
︒
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(B
)
洪
邁
の
:
金(27

)

*
項
で
見
た
金
・
世
宗
の
卽
位
を
_
知
す
る
と
の
名
目
で
の
高
忠
円
の
:
宋
を
5
け
︑
南
宋
は
世
宗
の
卽
位
祝
賀
の
名
目
で
洪
邁
を
金
に
N

O
し
た
︒
こ
の
際
に
洪
邁
が
持
參
し
た
外
�
�
書
は
︑
例
え
ば
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
九
九
紹
興
三
二
年

(
一
一
六
二
)
四
T
戊
子
條

に
揭
載
さ
れ
て
い
る(28

)
︒
そ
の
內
容
は
︑
*
項
で
営
べ
た
內
容
と
も
重
な
る
が
︑
北
宋
の
歷
代
皇
-
の
陵
寢
が
存
在
す
る
河
南
の
地
の
/
d
を
�

求
す
る
も
の
で
あ
る

(載
惟
陵
寢
之
山
川
︑
寖
o
春
秋
之
祭
祀
︒
⁝
⁝
願
畫
舊
疆
︑
寵
d
敝
國(29
))

︒
た
だ
し
︑
冒
頭
や
末
尾
の
定
型
句
は
見
て
取
れ
ず
︑

直
接
�
書
の
書
式
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
先
の
高
忠
円
:
宋
の
際
に
お
け
る
囘
答
の
外
�
�
書
が
國
書
と
想
定
さ
れ
る
の
に
加

え
︑﹃
宋
�
﹄
卷
三
七
三
洪
邁
傳
に
﹁
書
に
敵
國
の
禮
を
用
い
た
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら(30

)
︑
洪
邁
も
:
金
に
當
た
っ
て
國
書
を
持
參
し
た
蓋
然

性
が
高
い
︒
そ
し
て
內
容
�
に
︑
金
・
海
陵
王
の
南
宋
K
攻
に
よ
り
皇
瓜
和
議
が
破
棄
さ
れ
た
と
の
理
解
の
も
と
で
︑
怨
た
に
兄
弟
の
e
<
を

結
ぶ
こ
と
を
求
め
る
論
理
で
あ
る

(旣
邊
境
之
一
開
︑
致
誓
言
之
p
絕
︒
⁝
⁝
結
兄
弟
無
窮
之
好
︑
⁝
⁝
)
こ
と
も
︑
そ
の
想
定
を
裏
書
す
る
と
考
え

る
︒こ

の
洪
邁
の
:
金
に
當
た
っ
て
は
︑
金
領
に
入
り
首
都
の
中
都
ま
で
の
(
中
に
お
い
て
は
﹁
敵
國
の
禮
｣≒

對
等
關
係
で
の
對
應
を
5
け
た

も
の
が
︑
中
都
到
着
後
に
金
側
が
態
度
を
一
變
さ
せ
︑
洪
邁
に
對
し
て
は
陪
臣
と
稱
す
る
こ
と
を
�
求
し
︑
南
宋
の
對
金
外
�
�
書
に
つ
い
て

は
書
式
の
不
備
を
責
め
て
5
け
取
り
を
拒
否
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る(31

)
︒
こ
こ
で
謂
う
書
式
の
不
備
の
指
摘
と
は
︑
南
宋
が
準
備
し
た
�
書
が
國

書
で
あ
り
︑
金
は
そ
れ
が
表
で
あ
る
べ
き
と
の
立
場
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒

そ
し
て
︑
こ
れ
に
對
す
る
金
側
の
囘
答
の
外
�
�
書
は
︑﹃
大
金
國
志
﹄
な
ど
に
は
そ
の
わ
ず
か
一
部
の
み
が
揭
載
さ
れ
る(32

)
︒
た
だ
し
そ
れ

以
外
に
︑
實
は
錢
大
昕
が
夙
に
着
目
を
し
て
﹃
洪
�
敏
公
年
�
﹄
紹
興
三
二
年

(
一
一
六
二
)
七
T
甲
子
條
で
用
い
て
い
る
の
だ
が
︑
周
必
大

﹁
龍
飛
錄
﹂
に
も
�
�
で
は
な
い
も
の
の
こ
の
外
�
�
書
が
收
錄
さ
れ
︑
そ
し
て
﹁
龍
飛
錄
﹂
の
方
が
よ
り
多
く
の
Y
報
を
も
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る(33

)
︒
そ
の
內
容
は
︑
金
・
世
宗
の
卽
位
祝
賀
の
:
�
で
あ
る
は
ず
が
祝
賀
の
辭
も
な
い
だ
け
で
な
く
︑
實
行
不
可
能
な
�
s
を
爲
し

て
き
た
と
非
難
す
る
內
容
と
な
っ
て
い
る

(殊
無
致
賀
之
詞
︑
繼
E
難
從
之
s
)
︒
實
行
不
可
能
な
�
s
と
は
︑
河
南
の
南
宋
へ
の
割
讓
�
求
を
.
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味
す
る
も
の
だ
ろ
う
︒

た
だ
し
︑
こ
の
金
の
囘
答
の
外
�
�
書
の
書
式
も
�
ら
か
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
金
側
が
洪
邁
に
對
し
て
陪
臣
と
稱
す
る
こ
と
を
求
め
た
︑

つ
ま
り
金
皇
-
が
南
宋
皇
-
を
臣
下
u
い
し
た
狀
況
か
ら
考
え
れ
ば
︑
詔
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
そ
の
內
容
と
し
て
は
︑
金
・
海
陵
王

は
德
を
失
し
て
南
宋
K
攻
を
行
っ
た
が
︑
そ
の
咎
は
海
陵
王
の
一
身
に
あ
る
の
み
で
︑
金
・
南
宋
閒
の
e
<
は
な
お
E
效
で
あ
る
と
の
立
場
を

と
っ
た
う
え
で

(海
陵
失
德
︑
江
介
興
師
︑
�
乃
止
于
一
身
︑
e
固
難
于
屢
變
︒)
︑
南
宋
の
外
�
�
書
は
無
禮
で
あ
っ
て
藩
臣
と
し
て
の
立
場
を
失

し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
國
境
の
K
犯
は
皇
瓜
和
議
の
誓
表
に
w
反
し
て
い
る
と
責
め
て
い
る

(尺
書
侮
慢
︑
旣
匪
藩
臣
︑
寸
地
K
陵
︑
印
w
誓

表
︒)
︒
こ
こ
か
ら
も
皇
瓜
和
議
�
の
君
臣
關
係
に
依
據
し
て
︑
金
皇
-
が
南
宋
皇
-
に
對
し
て
詔
を
下
し
た
と
考
え
る
の
が
y
當
で
あ
る
︒
そ

し
て
︑
そ
の
內
容
が
南
宋
側
�
料
に
傳
存
す
る
以
上
︑
洪
邁
は
威
嚇
の
下
に
し
て
も
︑
そ
の
詔
を
正
式
に
5
領
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
︒
南
宋
側
の
�
書
が
こ
の
外
�
�
書
に
つ
い
て
あ
ま
り
語
ら
な
い
理
由
で
も
あ
ろ
う
︒

以
上
で
営
べ
た
洪
邁
の
:
金
に
對
す
る
金
側
の
對
應
は
︑
*
項
で
営
べ
た
高
忠
円
の
:
宋
時
よ
り
�
ら
か
に
强
硬
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑
高
忠
円
の
:
宋
時
に
は
皇
瓜
和
議
は
效
力
を
失
し
て
金
・
南
宋
閒
の
君
臣
關
係
も
解
f
さ
れ
た
と
の
立
場
で
金
側
は
臨
ん
だ
も
の
が
︑

こ
こ
で
は
皇
瓜
和
議
は
な
お
E
效
で
あ
り
君
臣
關
係
も
繼
續
し
て
い
る
と
の
立
場
に
變
#
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
短
�
閒
の
閒
に
Y
勢
が
極
端
に
金
に
E
利
に
變
#
し
た
事
實
は
g
め
ら
れ
な
い
た
め
︑
こ
れ
は
金
:
・
高
忠
円
が
臨
安
で
5
け
た
屈
辱

�
な
待
z
と
同
樣
に
︑
金
側
が
宋
:
・
洪
邁
を
中
都
ま
で
I
い
た
上
で
敢
え
て
そ
の
地
で
屈
辱
�
な
措
置
を
と
っ
た
と
筆
者
は
理
解
す
る
︒
�

は
︑
金
の
南
宋
に
對
す
る
.
趣
/
し
で
あ
る
と
同
時
に
︑
�
涉
の
=
I
權
を
握
る
た
め
の
戰
{
と
も
考
え
る
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
金
・
南
宋
閒
の

君
臣
關
係
の
完
�
な
復
活
を
=
張
す
る
こ
の
際
の
金
側
の
態
度
は
︑
恐
ら
く
は
そ
の
實
現
を
眞
劍
に
.
圖
し
て
は
い
な
か
っ
た(34

)
︒
何
故
な
ら
︑

そ
の
後
大
定
和
議
に
お
い
て
�
示
�
に
君
臣
關
係
が
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
後
営
の
ご
と
く
︑
そ
も
そ
も
金
側
は
自
ら
が

優
勢
な
狀
況
下
で
\
め
ら
れ
た
和
議
の
�
涉
�
�
で
も
そ
の
點
に
は
拘
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
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(C
)
劉
珙
の
:
金

�
に
︑
南
宋
か
ら
劉
珙
が
高
宗
X
位
に
a
う
孝
宗
の
卽
位
を
金
に
_
知
す
る
名
目
で
N
O
さ
れ
た
が
︑
金
側
が
入
國
を
g
め
ず
國
境
で
引
き

/
す
結
果
に
な
っ
た(35

)
︒
そ
の
た
め
︑
關
聯
の
�
料
も
少
な
く
持
參
し
た
外
�
�
書
に
對
す
る
檢
討
が
難
し
い
︒
唯
一
の
手
が
か
り
は
︑
金
側
が

劉
珙
の
入
國
を
g
め
な
か
っ
た
理
由
は
︑
金
の
求
め
る
舊
禮

(=

皇
瓜
和
議
�
の
禮
數
)
に
南
宋
が
對
應
し
な
か
っ
た
こ
と
に
因
る
と
言
う
も
の

で
あ
る
︒
�
言
は
さ
れ
な
い
が
︑
外
�
�
書
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
*
項
の
洪
邁
の
:
金
直
後
で
も
あ
り
︑
劉
珙
が
國
書
を
持
參
し
た
の
に
對
し

金
側
は
表
で
あ
る
こ
と
を
求
め
決
裂
し
た
と
考
え
る
︒

こ
れ
以
影
の
:
�
の
P
來
は
︑
ま
ず
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
に
南
宋
で
王
之
}
F
び
龍
大
淵
が
金
へ
の
_
問
:
に
任
命
さ
れ
る
が
︑
國
境

を
越
え
る
こ
と
な
く
待
機
と
な
り
︑
結
局
N
O
は
取
り
止
め
と
な
っ
た
︒
そ
の
後
の
:
�
の
N
O
は
︑
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)
に
魏
杞
が
南

宋
で
や
は
り
金
へ
の
_
問
:
に
任
命
さ
れ
︑
こ
ち
ら
は
實
際
に
N
O
さ
れ
た
︒
た
だ
�
涉
が
難
航
し
て
國
境
で
一
時
D
留
す
る
な
ど
曲
折
は
す

る
が
︑
魏
杞
は
大
定
和
議
の
誓
書
を
金
に
も
た
ら
し
た
︑
卽
ち
大
定
和
議
を
正
式
に
閲
結
さ
せ
た
:
者
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
皇
瓜
和
議
破
綻

�
の
檢
討
と
い
う
範
疇
か
ら
は
外
れ
る
︒
つ
ま
り
劉
珙
の
:
金
失
敗
以
影
︑
大
定
和
議
の
成
立
ま
で
兩
國
閒
で
國
家
レ
ベ
ル
の
:
�
は
P
來
し

な
か
っ
た
︒
こ
こ
に
皇
瓜
和
議
破
綻
�
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
�
涉
の
あ
り
方
に
お
け
る
畫
�
を
見
出
せ
よ
う
︒
よ
っ
て
︑
以
後
の
時
�
に

つ
い
て
は
�
を
改
め
て
営
べ
た
い
︒

第
二
�

大
定
和
議
�
涉
�
�
に
お
け
る
南
宋
側
の
對
金
外
�
�
書
の
書
式
に
對
す
る
議
論

*
�
末
尾
で
言
F
し
た
劉
珙
の
:
金

(失
敗
)
か
ら
魏
杞
の
:
金
の
閒
に
お
け
る
金
・
南
宋
閒
の
�
涉
は
︑
皇
-
名
義
の
外
�
�
書
を
持
參

す
る
:
�
の
N
O
で
は
な
く
︑
開
封
を
根
據
地
と
し
僕
散
忠
義
・
紇
石
烈
志
寧(36

)
を
擁
す
る
金
の
元
帥
府
と
南
宋
の
三
省
・
樞
密
院
と
の
閒
と
い

う
形
式
を
中
心
に
行
わ
れ
た(37

)
︒
そ
の
う
ち
特
に
重
�
な
の
は
︑
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
九
T
に
南
宋
か
ら
盧
仲
賢
が
同
知
樞
密
院
事
の
洪
�

名
義
の
紇
石
烈
志
寧
宛
て
の
�
書
を
持
參
し
て
N
O
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る(38

)
︒
こ
れ
以
*
に
南
宋
は
︑
南
宋
が
占
領
地
を
金
に
/
d
し
た
上
で
皇
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瓜
和
議
へ
復
歸
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
金
か
ら
の
提
案
を
は
ね
つ
け
る
態
度
を
と
っ
た
が(39

)
︑
同
年
五
T
の
符
離
の
戰
い
で
の
大
敗
を
5
け
て

金
と
の
和
`
を
模
索
す
る
必
�
が
生
じ
︑
こ
の
N
O
へ
と
至
っ
た
︒
盧
仲
賢
が
持
參
し
た
�
書
の
內
容
は
︑
南
宋
が
占
領
し
て
い
た
淮
河
以
北

の
�
・
鄧
・
海
・
泗
の
四
州
の
地
は
/
d
し
な
い
こ
と
︑
歲
)
を
�
る
こ
と
自
體
は
問
題
な
い
が
戰
爭
に
よ
る
疲
�
で
閏
分
な
額
を
�
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
の
旨
で
あ
っ
た
よ
う
だ(40

)
︒

し
か
し
盧
仲
賢
は
︑
そ
の
詳
細
ま
で
は
知
ら
れ
な
い
も
の
の
︑
以
下
の
四
點
に
つ
い
て
南
宋
・
孝
宗
が
許
可
し
た
以
上
の
內
容
を
含
む
y
協

を
金
に
對
し
て
行
い
︑
こ
の
こ
と
が
以
後
の
金
・
南
宋
閒
の
�
涉
に
大
き
な
影
�
を
與
え
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

・
叔
姪
關
係
に
基
づ
く
外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て

・
�
・
鄧
・
海
・
泗
四
州
の
/
d
に
つ
い
て

・
歲
)
の
銀
絹
の
數
量
に
つ
い
て

・
]
臣
・
俘
虜
の
�
d
に
つ
い
て(41

)

こ
れ
以
影
の
金
・
南
宋
閒
の
大
定
和
議
へ
向
け
て
の
�
涉
は
︑
盧
仲
賢
が
<
し
た
內
容
を
*
提
と
し
て
展
開
し
た
︒
本
稿
の
關
心
事
で
あ
る

外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
も
こ
の
時
に
叔
姪
關
係
を
ベ
ー
ス
と
す
る
合
.
が
な
さ
れ
︑﹁
初
式
﹂
と
稱
さ
れ
て
以
影
の
�
涉
の
基
準
と
さ
れ

た(
42
)

︒
そ
し
て
結
果
と
し
て
は
︑
�
體
�
に
槪
ね
金
側
の
=
張
し
た
と
お
り
︑
卽
ち
�
・
鄧
・
海
・
泗
の
四
州
は
南
宋
が
金
に
/
d
す
る
と
い
う

よ
う
に
盧
仲
賢
が
<
し
た
內
容
に
基
づ
き
つ
つ
︑﹁
]
臣
﹂
は
�
d
し
な
い
な
ど
一
部
修
正
を
加
え
る
形
で
大
定
和
議
は
y
結
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た(

43
)

︒

上
記
の
よ
う
に
盧
仲
賢
が
想
定
以
上
の
y
協
を
し
て
歸
國
し
︑
そ
の
事
態
に
對
處
す
る
た
め
王
之
}
・
龍
大
淵
が
_
問
:
副
に
任
命
さ
れ
た

後
に
︑
南
宋
�
廷
で
は
和
議
の
條
件
に
つ
い
て
議
論
が
展
開
さ
れ
た
︒
盧
仲
賢
が
<
し
た
內
容
の
う
ち
特
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
︑
�
・
鄧
・

海
・
泗
の
四
州
の
地
の
/
d
を
<
し
た
こ
と
と
︑﹁
俘
虜
﹂
だ
け
で
な
く
﹁
]
臣
﹂
(南
宋
の
立
場
か
ら
は
﹁
歸
正
人
﹂)
ま
で
も
�
d
を
<
し
た
こ

と
と
い
う
現
實
�
な
部
分
だ
っ
た
が
︑
よ
り
理
念
�
な
部
分
で
あ
る
外
�
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
も
議
論
の
對
象
と
な
っ
た
た
め
︑
そ
こ
か
ら
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當
時
の
南
宋
で
外
�
�
書
に
つ
い
て
何
が
問
題
と
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
下
で
は
︑
そ
れ
ら
を
鯵
單
で
は
あ
る
が
紹
介
・
檢
討

し
て
い
き
た
い
︒

ま
ず
︑
黃
中
と
金
安
�(44

)
は
以
下
の
三
點
を
問
題
視
し
た
︒

(ア
)
南
宋
皇
-
が
金
皇
-
に
對
し
て
代
々
﹁
姪
﹂
と
稱
す
る
こ
と
︒

(イ
)
國
號
に
﹁
大
﹂
の
字
が
加
え
ら
れ
ず
に
た
だ
﹁
宋
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
︒

(ウ
)﹁
再
拜
﹂
の
二
�
字
を
:
用
す
る
こ
と(45

)
︒

�
に
︑
錢
用
材
と
馬
騏
も
同
じ
く
國
號
が
﹁
大
宋
﹂
で
あ
る
べ
き
だ
と
し
た
ほ
か
に
︑
以
下
の
=
張
を
な
し
た
︒

(エ
)
契
丹
と
の
關
係
同
樣
に
﹁
謹
白
﹂
の
�
字
を
:
用
す
べ
き
こ
と(46

)
︒

そ
の
他
︑
や
や
時
�
は
下
る
が
︑
對
金
强
硬
論
者
と
し
て
知
ら
れ
る
胡
銓
は
﹁
大
﹂
の
字
が
加
え
ら
れ
な
い
こ
と
F
び
﹁
再
拜
﹂
の
二
字
を

:
用
す
る
こ
と
と
と
も
に
︑
�
の
點
を
問
題
視
し
た(47

)
︒

(オ
)
御
名
を
記
す
こ
と
︒

そ
れ
で
は
以
下
で
︑
上
記
の
各
項
目
に
檢
討
を
加
え
て
行
き
た
い
︒

(ア
)
の
﹁
姪
﹂
と
稱
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
金
側
が
そ
れ
を
代
々
の
も
の
と
す
る
よ
う
=
張
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
︒
卽
ち
︑
か

つ
て
北
宋
皇
-
が
對
等
關
係
の
も
と
で
契
丹
皇
-
に
對
し
て
﹁
姪
﹂
と
稱
し
た
こ
と
も
あ
り(48

)
︑
南
宋
皇
-
が
﹁
姪
﹂
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
自

體
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
︒
そ
れ
が
固
定
�
な
も
の
と
さ
れ
た
の
が
問
題
で
あ
っ
た
︒﹃
金
�
﹄
で
は
︑
南
宋
側
が
こ
の
代
々
と
い
う
點
に

拘
っ
た
こ
と
が
複
數
の
箇
H
で
営
べ
ら
れ
る(49

)
︒

(イ
)
の
國
號
に
﹁
大
﹂
が
冠
さ
れ
な
い
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
︑
�
涉
の
�
�
で
多
く
の
人
物
が
問
題
視
し
た
ほ
か
︑
事
實
で
あ
る
か
は

別
と
し
て
︑
�
違
で
見
る
よ
う
に
_
問
:
と
な
っ
た
魏
杞
も
和
議
閲
結
の
�
�
段
階
ま
で
こ
の
點
を
囘
M
し
よ
う
と
拘
っ
た
と
の
記
営
が
存
在

す
る
︒
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(ウ
)
の
﹁
再
拜
﹂
に
つ
い
て
は
︑
胡
銓
は
そ
れ
が
稱
臣
に
繫
が
る
も
の
で
あ
る
と
の
論
理
を
展
開
し
て
反
對
し
て
い
る(50

)
︒
こ
れ
ら

(イ
)・

(ウ
)
は
︑
い
ず
れ
も
皇
瓜
和
議
�
の
君
臣
關
係
に
よ
る
外
�
�
書
の
あ
り
方
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
︒

(エ
)
の
﹁
謹
白
﹂
に
つ
い
て
は
︑
確
か
に
北
宋
の
對
契
丹
國
書
の
中
で
も
:
用
さ
れ
た
こ
と
が
確
g
可
能
で
あ
り
︑﹁
不
宣
︒
謹
白
︒﹂
が

末
尾
の
定
型
句
の
一
つ
で
あ
っ
た(51

)
︒
一
方
で
︑
�
違
で
も
具
體
�
に
見
る
が
︑
大
定
和
議
�
の
南
宋
の
對
金
國
書
に
は
﹁
謹
白
︒﹂
は
存
在
せ

ず
﹁
不
宣
︒﹂
の
み
で
結
ば
れ
る
︒
す
る
と
︑
錢
用
材
と
馬
騏
の
=
張
は
︑﹁
不
宣
︒﹂
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
﹁
謹
白
︒﹂
も
必
�
で
あ
る
と

の
內
容
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
︒
筆
者
は
そ
の
正
確
な
.
圖
を
つ
か
め
て
い
な
い
が
︑
�
は
北
宋
と
契
丹
と
の
形
式
�
に
對
等
な
關
係
に
復
歸

さ
せ
た
い
と
の
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
て
お
く
︒

(オ
)
の
南
宋
皇
-
の
諱
を
記
す
と
い
う
こ
と
も
︑
皇
瓜
和
議
�
の
君
臣
關
係
に
お
け
る
あ
り
方
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
(ア
)
か
ら

(オ
)
の
五
點
に
對
し
て
鯵
單
に
紹
介
・
檢
討
を
行
っ
た
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
ら
の
南
宋
�
廷
で
問
題
と
な
っ
た
論
點
す

べ
て
を
南
宋
側
が
金
と
の
�
涉
に
持
ち
U
ん
だ
か
は
不
�
で
あ
る
上
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
と
し
て
そ
れ
ら
の
懸
念
は
大
定
和
議
�
の
南
宋
の

對
金
國
書
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
︒
奄
言
す
れ
ば
︑
槪
ね
皇
瓜
和
議
�
の
外
�
�
書
の
表
現
が
南
宋
側
の
懸
念
に
も
關
わ
ら
ず
大
定
和
議
�

に
も
踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
南
宋
側
は
︑
君
臣
の
叔
姪
へ
の
變
�
・
そ
れ
に
a
う
表
の
書
へ
の
變
�
・﹁
-
﹂
の
﹁
皇
-
﹂
へ
の
變
�
と
い

う
︑
當
時
の
表
現
で
﹁
名
分
が
正
さ
れ
る
﹂
な
ど
と
さ
れ
る
�
低
限
の
ラ
イ
ン
の
確
保
で
滿
足
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
そ
の
�
低

限
の
ラ
イ
ン
も
恐
ら
く
は
金
=
I
の
も
と
で
の
盧
仲
賢
の
y
協
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒

第
二
違

大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て

本
違
で
は
︑
本
稿
の
=
題
で
あ
る
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
つ
い
て
檢
討
す
る
︒
ま
ず
﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
言
F
し
た
國
書
の

冒
頭
定
型
句
に
つ
い
て
再
檢
討
を
行
い
︑
そ
の
後
に
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
の
實
例
を
收
集
し
た
上
で
︑
從
來
�
目
さ
れ
な
か
っ

た
國
書
本
�
の
句
數
の
檢
討
を
行
う
︒

― 84 ―

498



第
一
�

南
宋
の
對
金
國
書
に
お
け
る
冒
頭
定
型
句
に
つ
い
て

本
�
で
は
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
の
冒
頭
定
型
句
に
つ
い
て
檢
討
を
行
う
︒
そ
の
際
︑
金
の
對
南
宋
國
書
の
冒
頭
定
型
句
の

想
定
に
つ
い
て
は
先
行
硏
究
に
對
し
て
特
に
衣
論
が
な
い
た
め
︑
南
宋
の
對
金
國
書
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
︒

さ
て
︑﹁
は
じ
め
に
﹂
で
も
一
部
言
F
し
た
が
︑
廣
瀨
二
〇
一
三
は
以
下
の
﹃
金
�
﹄
列
傳
の
二
つ
の
�
料
を
擧
げ
て
︑
大
定
和
議
�
の
南

宋
の
對
金
國
書
の
冒
頭
定
型
句
に
は
﹁
致
書
﹂
と
記
さ
れ
て
い
た
と
営
べ
る
︒

姪
宋
皇
-
眘
︑
謹
ん
で
再
拜
し
て
書
を
叔
大
金
?
�
仁
孝
皇
-
闕
下
に
致
す
︒

姪
宋
皇
-
謹
ん
で
再
拜
し
て
︑
書
を
叔
大
金
應
天
興
祚
欽
�
廣
武
仁
德
?
孝
皇
-
闕
下
に
致
す(52

)
︒

た
だ
し
廣
瀨
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
こ
れ
ら
の
﹃
金
�
﹄
列
傳
の
記
事
と
衣
な
り
︑﹃
金
�
﹄
卷
六
世
宗
本
紀
大
定
五
年

(一
一
六
五
)

正
T
己
未
條
に
は
︑
大
定
和
議
閲
結
時
に
魏
杞
の
齎
し
た
國
書
の
冒
頭
定
型
句
が
﹁
姪
宋
皇
-
某
再
拜
奉
書
于
叔
大
金
皇
-
﹂
と
﹁
奉
書
﹂
の

表
現
を
持
っ
た
と
の
記
事
も
存
在
す
る(53

)
︒
そ
し
て
︑
廣
瀨
二
〇
一
四
第
二
違
で
営
べ
る
よ
う
に
﹁
致
書
﹂
に
比
し
て
﹁
奉
書
﹂
は
相
手
へ
の
敬

.
が
よ
り
强
く
︑﹁
致
書
﹂
か
﹁
奉
書
﹂
か
で
金
・
南
宋
閒
の
關
係
性
へ
の
理
解
に
一
定
の
相
w
が
生
じ
る
︒
よ
っ
て
︑
筆
者
は
﹁
奉
書
﹂
な

る
表
現
の
存
在
を
営
べ
る
�
料
を
よ
り
丁
寧
に
u
う
必
�
を
感
じ
る
︒
そ
こ
で
︑
そ
の
他
の
�
料
も
擧
げ
て
こ
の
點
を
檢
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
︒こ

こ
で
�
目
し
た
い
の
は
︑
周
必
大
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
の
對
金
國
書
で
あ
る
︒
周
必
大
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
卷
一
六
に
は
︑
乾
(
六
年

(一
一

七
〇
)
か
ら
淳
熙
六
年

(一
一
七
九
)
に
か
け
て
周
必
大
が
9
草
し
た
一
六
_
の
對
金
國
書
が
收
錄
さ
れ
て
い
る(54

)
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
ら
を
末

尾
に
︻
�
料
一
︼
と
し
て
一
覽
#
し
た
︒
そ
の
う
ち
特
に
三
_
の
國
書

(一
一
)・
(一
三
)・
(一
五
)
は
冒
頭
・
末
尾
の
定
型
句
も
具
備
し
た

形
で
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑
�
料
�
價
値
が
高
い
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
對
金
國
書
の
冒
頭
定
型
句
の
部
分
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
以
下
の
よ
う

な
表
現
で
共
_
す
る
︒
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大
宋
皇
-
謹
ん
で
書
を
大
金
@
號
皇
-
闕
下
に
奉
ず
︒

こ
れ
ら
の
國
書
に
限
ら
ず
︑︻
�
料
一
︼
の
國
書
は
そ
も
そ
も
南
宋
側
の
�
料
で
あ
っ
て
︑﹃
金
�
﹄
と
は
系
瓜
を
衣
に
す
る
︒
ま
た
︑
生
辰

祝
賀
・
正
旦
祝
賀
を
目
�
と
す
る
定
例
:
�
の
P
來
と
い
う
﹁
`
時
﹂
に
:
用
さ
れ
た
國
書
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
廣
瀨
二
〇
一
三
が
檢
討
し

た
國
書
と
は
衣
な
る
�
料
�
價
値
を
も
つ
︒
た
だ
し
︑
一
方
で
こ
れ
ら
︻
�
料
一
︼
の
對
金
國
書
は
�
集
に
收
錄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
︑

一
義
�
に
は
優
れ
た
�
違
を
提
示
す
る
こ
と
に
目
�
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
︒
�
に
政
治
�
�
慮
に
よ
る
も
の
も
含
め
︑
實
際
に
:
用
さ

れ
た
對
金
國
書
に
比
し
て
一
定
の
改
變
や
�
略
を
5
け
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
︒
そ
の
點
兩
者
は
�
料
�
に
一
長
一
短
で
あ
り
︑
雙

方
を
�
せ
見
る
必
�
が
あ
る
︒

さ
て
周
必
大
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
の
對
金
國
書
を
見
た
時
︑
南
宋
皇
-
が
﹁
皇
-
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
︑
金
皇
-
に
は
正
式
な
@
號
を
記
し
た

上
で
﹁
闕
下
﹂
を
附
し
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
先
行
硏
究
の
想
定
と
一
致
す
る
點
も
多
い
︒
關
聯
し
て
︑
末
尾
に
お
い
て
﹁
不
宣
﹂
が
:
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う(55

)
︒
そ
の
一
方
で
︑
問
題
の
﹁
奉
書
﹂
も
含
め
て
︑
想
定
と
衣
な
る
と
こ
ろ
も
以
下
の
諸
點
が
指
摘
で
き
る
︒

(一
)﹁
叔
﹂・﹁
姪
﹂
と
記
さ
れ
な
い
こ
と

(二
)﹁
宋
皇
-
﹂
で
は
な
く
﹁
大
宋
皇
-
﹂
で
あ
る
こ
と

(三
)
南
宋
皇
-
の
諱
が
記
さ
れ
な
い
こ
と

(四
)﹁
再
拜
﹂
の
�
言
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

(五
)﹁
致
書
﹂
で
は
な
く
﹁
奉
書
﹂
で
あ
る
こ
と

こ
れ
ら
は
︑
い
ず
れ
も
皇
瓜
和
議
か
ら
大
定
和
議
に
か
け
て
條
件
が
變
�
さ
れ
た
︑
な
い
し
�
涉
�
�
で
問
題
と
な
っ
た
事
項
に
關
聯
す
る

內
容
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
李
輝
二
〇
一
四
第
二
違
で
は
︑︻
�
料
一
︼
(一
一
)
(一
五
)
を
引
用
し
た
上
で
︑﹃
金
�
﹄
の
記
す
と
こ
ろ
が

正
し
く
︑
上
記
相
w
點
は
周
必
大
が
直
筆
を
囘
M
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
_
し
を
示
し
て
い
る
︒
基
本
�
に
從
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
︑

よ
り
具
體
�
に
檢
討
し
て
い
き
た
い
︒
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(一
)﹁
叔
﹂・﹁
姪
﹂
と
記
さ
れ
な
い
こ
と

こ
の
點
に
關
し
て
︑
大
定
和
議
�
に
お
い
て
金
皇
-
と
南
宋
皇
-
が
相
互
に
﹁
叔
﹂・﹁
姪
﹂
と
稱
し
た
用
例
は
︑
い
ず
れ
も
周
必
大
の
�
違

中
に
︑
卽
ち
南
宋
側
の
�
料
に
お
い
て
も
確
g
さ
れ
る(56

)
︒
よ
っ
て
﹁
叔
﹂・﹁
姪
﹂
と
い
う
擬
制
親
族
呼
稱
は
︑
實
際
に
は
對
金
國
書
に
�
記
さ

れ
た
も
の
が
︑﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
國
書
で
は
�
集
收
錄
時
な
ど
い
ず
れ
か
の
段
階
で
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒

(二
)﹁
宋
皇
-
﹂
で
は
な
く
﹁
大
宋
皇
-
﹂
で
あ
る
こ
と

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
對
金
國
書
と
同
じ
方
向
性
を
示
す
�
料
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
﹃
宋
�
﹄
卷
三
八
五
魏
杞
傳
で

あ
り
︑
同
傳
に
よ
れ
ば
︑
魏
杞
は
誓
書
を
持
參
し
て
金
廷
に
赴
い
た
際
に
︑
南
宋
皇
-
を
﹁
大
宋
皇
-
﹂
と
記
す
對
金
國
書
を
提
出
し
︑
金
側

は
そ
の
﹁
宋
皇
-
﹂
へ
の
訂
正
を
威
嚇
含
み
で
求
め
た
が
魏
杞
は
そ
れ
を
拒
否
し
︑
�
�
�
に
金
側
に
g
め
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
る(57

)
︒

た
だ
し
︑
大
定
和
議
�
の
金
の
對
南
宋
國
書
に
お
け
る
表
現
が
﹁
大
宋
皇
-
﹂
で
は
な
く
﹁
宋
皇
-
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
*
項
で
の
檢
討

の
た
め
に
引
用
し
た
周
必
大
﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆
跋
﹂
か
ら
�
ら
か
で
あ
る
︒
す
る
と
︑
も
し
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
對
金
國
書
の
冒
頭
定

型
句
に
信
を
置
く
と
︑
南
宋
皇
-
は
對
金
國
書
で
は
﹁
大
宋
皇
-
﹂
と
自
稱
し
た
の
が
︑
金
の
對
南
宋
國
書
で
は
﹁
宋
皇
-
﹂
と
稱
さ
れ
た
と

い
う
ズ
レ
が
生
じ
る
︒
こ
の
よ
う
な
ズ
レ
こ
そ
が
當
該
時
�
の
國
際
關
係
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
と
も
見
な
せ
な
く
は
な
い
が
︑
苦
し
い
理

解
で
は
あ
る
︒
ま
た
︑
金
は
南
宋
が
國
書
の
書
式
に
お
い
て
�
し
討
ち
を
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
お
り
︑
<
を
w
え
た
國
書
を
用
.
す
る
の
は

容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る(58

)
︒
斷
定
は
M
け
る
が
︑
實
際
の
國
書
に
は
﹁
宋
皇
-
﹂
と
あ
っ
た
の
を
︑
こ
れ
も
�
集
收
錄
時
な
ど
に

﹁
大
宋
皇
-
﹂
と
改
め
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
る
︒

(三
)
南
宋
皇
-
の
諱
が
記
さ
れ
な
い
こ
と

(四
)﹁
再
拜
﹂
の
�
言
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

こ
の
二
點
に
つ
い
て
は
︑
國
書
に
お
け
る
實
際
の
:
用
を
特
段
に
否
定
す
る
�
料
や
硏
究
も
見
當
た
ら
な
い
の
で
︑
や
は
り
�
集
收
錄
時
な

ど
に
省
略
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う(59

)
︒
南
宋
皇
-
の
諱
を
記
す
こ
と
と
﹁
再
拜
﹂
の
�
言
を
:
用
す
る
こ
と
は
︑
い
ず
れ
も
南
宋
皇
-
が
金
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皇
-
に
對
し
て
�
る
�
素
で
あ
り
︑
省
略
が
行
わ
れ
て
不
思
議
で
は
な
い
︒
な
お
︑﹁
再
拜
﹂
に
つ
い
て
は
周
必
大
﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆

跋
﹂
に
關
聯
�
料
が
存
在
す
る
が
︑
行
論
上
�
項
で
�
せ
て
言
F
す
る
︒

(五
)﹁
致
書
﹂
で
は
な
く
﹁
奉
書
﹂
で
あ
る
こ
と

筆
者
が
五
點
中
で
�
も
重
視
し
た
い
相
w
點
は
や
は
り
こ
の
點
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
(一
)
か
ら

(四
)
の
各
點
は
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收

對
金
國
書
が
南
宋
の
立
場
を
プ
ラ
ス
の
方
向
に
I
く
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
︑
(五
)
の
み
は
�
の
方
向
性
を
も
つ
た
め
︑
依
據
で
き
る
可
能

性
も
比
�
�
强
い
か
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
大
定
和
議
�
の
南
宋
の
對
金
國
書
で
﹁
奉
書
﹂
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
と
す
る
�
料
を
も
う
一
例
提
示
し
た
い
︒
そ
れ
は
周
必
大

﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆
跋
﹂
に
揭
載
さ
れ
る
南
宋
の
對
金
國
書
案
の
末
尾
で
あ
る(60

)
︒
嚴
密
に
は
︑
こ
の
國
書
案
の
末
尾
に
﹁
奉
書
﹂
の
字
句

が
存
在
す
る
こ
と
を
直
ち
に
南
宋
の
對
金
國
書
の
冒
頭
に
﹁
奉
書
﹂
な
る
表
現
が
:
用
さ
れ
て
い
た
傍
證
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
︒
何
故
な

ら
︑
北
宋
�
の
對
契
丹
國
書
に
お
い
て
︑
冒
頭
に
﹁
致
書
﹂
と
す
る
の
と
同
時
に
末
尾
に
﹁
奉
書
﹂
の
字
句
を
含
む
表
現
が
:
用
さ
れ
る
事
例

は
多
い
か
ら
で
あ
る(61

)
︒
た
だ
し
こ
こ
で
の
﹁
奉
書
﹂
の
用
例
は
︑﹁
謹
再
拜
奉
書
﹂
と
し
て
南
宋
の
對
金
國
書
冒
頭
で
:
用
さ
れ
た
と
さ
れ
る

の
と
�
く
同
じ
表
現
の
一
部
と
し
て
出
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
末
尾
の
表
現
で
も
っ
て
冒
頭
の
表
現
に
對
す
る
一
定
の
傍
證
と
す
る
こ
と
も

可
能
と
考
え
る
︒

以
上
か
ら
︑
大
定
和
議
�
に
お
け
る
南
宋
の
對
金
國
書
で
は
﹁
致
書
﹂
で
は
な
く
﹁
奉
書
﹂
の
表
現
が
:
用
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
存
在

し
︑
む
し
ろ
筆
者
自
身
は
﹁
奉
書
﹂
で
あ
っ
た
可
能
性
が
よ
り
强
い
と
の
理
解
に
傾
く
︒
た
だ
し
︑
現
狀
で
は
い
ず
れ
が
是
で
あ
る
か
は
斷
言

不
可
能
で
あ
る
︒
�
に
︑
筆
者
の
よ
う
に
﹁
奉
書
﹂
と
の
立
場
に
立
つ
時
︑
な
ぜ
﹃
金
�
﹄
の
列
傳
に
お
い
て
金
の
立
場
を
低
め
る
﹁
致
書
﹂

と
い
う
表
現
が
:
用
さ
れ
た
の
か
は
不
�
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
不
�
確
な
と
こ
ろ
を
殘
す
が
︑
こ
の
﹁
致
書
﹂
か
﹁
奉
書
﹂
か
と
い
う
點
に

つ
い
て
は
︑﹁
結
び
に
代
え
て
﹂
で
い
ま
一
度
言
F
し
た
い
︒
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第
二
�

大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
に
お
け
る
本
�
の
句
數
に
つ
い
て

�
に
本
�
で
は
︑
大
定
和
議
�
の
國
書
に
お
け
る
本
�
の
句
數
の
問
題
に
つ
い
て
檢
討
す
る
こ
と
を
_
じ
︑
國
書
か
ら
見
た
金
と
南
宋
の
關

係
性
に
對
し
て
別
の
角
度
か
ら
理
解
を
深
め
よ
う
と
試
み
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
は
ま
ず
*
�
で
も
u
っ
た
大
定
和
議
�
に
お
け
る
﹁
`

時
﹂
の
國
書
の
實
例
に
つ
い
て
俯
瞰
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒
か
か
る
試
み
を
行
う
の
は
︑
こ
れ
ま
で
當
該
時
�
の
﹁
`
時
﹂
の
國
書
の
實

例
を
收
集
す
る
と
い
う
作
業
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
こ
と
に
も
因
る
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
こ
で
大
定
和
議
�
に
お
け
る
﹁
`
時
﹂
の
國
書
の
實
例
の
槪
略
に
つ
い
て
営
べ
て
お
く
︒
ま
ず
南
宋
の
對
金
國
書
に
つ
い
て

は
︑
旣
に
*
違
で
周
必
大
を
檢
討
の
對
象
と
し
た
よ
う
に
︑
南
宋
の
�
集
に
は
そ
の
/
者
が
9
草
し
た
對
金
外
�
�
書
が
收
め
ら
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る
︒
具
體
�
に
は
︑
周
必
大
﹃
�
忠
集
﹄
の
ほ
か
に
樓
鑰
﹃
攻
媿
集
﹄
の
例
が
知
ら
れ(62

)
︑
い
ず
れ
も
時
�
�
に
大
定
和
議
�
に
屬
す
る

國
書
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
旣
に
見
た
よ
う
に
周
必
大
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
H
收
對
金
國
書
を
︻
�
料
一
︼
と
し
て
ま
と
め
た
の
に
加
え
︑
樓
鑰
の

9
草
し
た
國
書
を
�
末
に
︻
�
料
二
︼
と
し
て
一
覽
#
し
た(63

)
︒
そ
の
他
に
は
︑
周
必
大
﹁
思
陵
錄(64

)
﹂
に
も
對
金
國
書
が
多
く
收
錄
さ
れ
て
お
り
︑

こ
れ
を
�
末
に
︻
�
料
三
︼
と
し
て
一
覽
#
し
た(65

)
︒
以
上
︑︻
�
料
一
︼
が
十
六
_
︑︻
�
料
二
︼
が
五
_
︑︻
�
料
三
︼
が
七
_
︑
合
計
二
十

八
_
の
大
定
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
對
金
國
書
の
實
例
を
現
狀
で
は
收
集
で
き
た
こ
と
と
な
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
二
十
八
_
の
南
宋
の
對
金
國
書
を
見
る
と
︑
い
ず
れ
も
本
�
が
十
句
で
G
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る(66

)
︒
こ
れ
が
偶
然
の

も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
︑
大
定
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
南
宋
の
對
金
國
書
は
︑
そ
の
本
�
が
十
句
で
G
成
さ
れ
る
こ
と
が
定
式
#
さ
れ
て
い
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

�
に
︑
大
定
和
議
�
の
金
の
﹁
`
時
﹂
の
對
南
宋
國
書
の
實
例
に
つ
い
て
営
べ
る
︒
こ
れ
も
周
必
大
﹁
思
陵
錄
﹂
に
實
例
を
確
g
す
る
こ
と

が
で
き
︑
そ
こ
か
ら
收
集
し
た
も
の
を
�
末
に
︻
�
料
四
︼
と
し
て
一
覽
#
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
九
_
の
國
書
を
把
握
出
來
た
︒
管
見
で
は

﹁
思
陵
錄
﹂
以
外
に
は
大
定
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
金
の
對
南
宋
國
書
の
實
例
を
見
出
せ
ず
︑﹁
思
陵
錄
﹂
の
�
料
�
價
値
が
�
か
び
上
が
る
︒
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こ
の
九
_
の
國
書
を
見
る
と
︑︻
�
料
四
︼
(七
)
の
本
�
が
十
句
で
G
成
さ
れ
る
の
を
除
き
︑
他
の
八
_
は
い
ず
れ
も
八
句
で
G
成
さ
れ
て

い
る
︒︻
�
料
四
︼
(七
)
で
は
﹁
在
叔
姪
Y
當
如
是
︑
於
國
家
禮
亦
宜
之
︒﹂
の
二
句
が
他
の
句
に
比
し
て
具
體
�
な
表
現
で
あ
り
︑
直
接
に

は
こ
の
衣
質
な
二
句
分
を
附
加
し
た
こ
と
が
同
國
書
が
定
式
よ
り
長
く
な
っ
た
理
由
と
考
え
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
二
句
が
敢
え
て
附
加
さ
れ
た

理
由
は
現
狀
で
は
不
�
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
た
だ
し
︑
數
量
�
に
こ
れ
を
例
外
と
し
て
u
う
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
︒
よ
っ
て
︑
大

定
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
金
の
對
南
宋
國
書
の
本
�
は
︑
基
本
�
に
八
句
で
G
成
さ
れ
る
こ
と
が
定
式
#
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
來

る
︒さ

て
︑
以
上
の
檢
討
か
ら
は
單
純
な
事
實
が
�
ら
か
と
な
っ
た
︒
卽
ち
︑
大
定
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
國
書
で
は
︑
金
の
對
南
宋
國
書
の
本

�
が
八
句
で
G
成
さ
れ
る
の
に
對
し
︑
南
宋
の
對
金
國
書
の
本
�
は
十
句
で
G
成
さ
れ
︑
後
者
は
*
者
よ
り
も
二
句
分
多
く
の
�
字
を
費
や
す

こ
と
が
定
式
#
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
南
宋
側
が
よ
り
多
く
の
�
字
を
費
や
し
た
の
は
︑﹁
敵
國
﹂
に
な
っ
た
と
は
言
え
南
宋
側

が
金
に
對
し
て
擬
制
親
族
關
係
上
劣
位
に
あ
る
た
め
に
︑
よ
り
敬
.
を
表
す
必
�
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
る
︒
實
例
に
基
づ
く
分
析
が
不
可
能

で
あ
る
た
め
あ
く
ま
で
推
測
に
�
ぎ
な
い
が
︑
こ
れ
は
君
臣
關
係
に
あ
っ
た
皇
瓜
和
議
�
の
﹁
`
時
﹂
の
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書

(詔
と

表
)
で
定
式
#
さ
れ
て
い
た
句
數
を
踏
襲
し
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
︒

推
測
の
當
否
は
措
き
︑
從
來
�
目
さ
れ
て
來
な
か
っ
た
が
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
閒
の
國
書
で
は
︑
本
�
の
句
數
と
い
う
書
式
面
に
お

い
て
も
金
と
南
宋
の
閒
で
は
�
白
な
差
等
が
附
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
�
ら
か
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
こ
れ
は
︑
大
定
和
議
�
の
金
・
南
宋
關
係

上
の
諸
�
素
は
︑
君
臣
關
係
が
撤
廢
さ
れ
た
と
は
言
え
︑
國
書
の
書
式
も
含
め
多
く
の
場
合
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
差
等
が
附
け
ら
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
る
︒

結
び
に
代
え
て

そ
れ
で
は
�
後
に
︑
大
定
和
議
�
に
お
け
る
金
・
南
宋
關
係
の
あ
り
方
に
對
す
る
理
解
を
補
足
す
る
た
め
︑
當
時
:
用
さ
れ
た
﹁
上
國
﹂
と
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い
う
語
に
つ
い
て
言
F
す
る
こ
と
で
結
論
に
代
え
た
い
︒

ま
ず
確
g
し
た
い
の
は
︑
皇
瓜
和
議
�
に
南
宋
が
金
を
﹁
上
國
﹂
と
稱
し
た
事
實
で
あ
る
︒
ま
ず
一
般
論
と
し
て
は
︑
皇
瓜
和
議
破
綻
後
の

高
忠
円
の
:
宋
に
あ
た
り
︑
洪
邁
は
金
:
へ
の
接
a
:
(=

國
境
か
ら
臨
安
ま
で
の
接
待
役
)
の
對
應
に
つ
い
て
円
言
し
︑
そ
の
﹁
改
善
﹂
す
べ

き
點
を
列
擧
し
た
中
で
︑﹁
上
國
﹂
の
語
を
變
�
す
べ
き
だ
と
し
た(67

)
︒
一
方
具
體
例
と
し
て
は
︑
皇
瓜
和
議
の
際
の
南
宋
の
誓
表
に
用
例
が
あ

る

(﹃
金
�
﹄
卷
七
七
宗
弼
傳
)
ほ
か
︑
皇
瓜
和
議
�
の
﹁
:
金
錄
﹂
で
あ
る
宋
之
才
﹁
:
金
賀
生
辰
d
復
命
表
﹂
に
金
を
﹁
上
國
﹂
と
稱
す
る

複
數
の
用
例
が
見
出
せ
る(68

)
︒

そ
れ
で
は
大
定
和
議
�
は
ど
う
か
︒
こ
の
點
を
�
確
に
す
る
た
め
︑
周
必
大
﹁
奉
詔
錄
﹂
卷
五
﹁
分
付
吿
哀
:
事
目
﹂
を
示
し
た
い
︒﹁
分

付
吿
哀
:
事
目
﹂
は
︑
南
宋
の
太
上
皇
-
・
高
宗
の
�
御
を
金
に
_
吿
す
る
任
を
�
っ
た
吿
哀
:
に
下
さ
れ
た
指
示
で
あ
り
︑
淳
熙
一
四
年

(一
一
八
七
)
一
〇
T
二
七
日
の
日
附
を
持
つ
︒
內
容
は
︑
金
側
が
吿
哀
:
に
對
し
て
吉
�
を
身
に
着
け
る
よ
う
�
求
し
た
場
合
の
對
應
が
営
べ

ら
れ
る
︒
以
下
に
﹁
上
國
﹂
の
語
が
出
現
す
る
*
後
の
み
現
代
日
本
語
譯
を
施
し
て
引
用
す
る
︒

も
し
先
方
が
紹
興
二
九
年

(一
一
五
九
)
の
顯
仁
皇
太
后

(南
宋
・
高
宗
の
實
母
)
�
御
の
際
の
例
を
引
い
て
來
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ

た
な
ら
ば
︑
以
下
の
よ
う
に
繰
り
/
し
吿
げ
る
よ
う
に
︒﹁
以
*
の
顯
仁
皇
后
は
元
々
上
國
か
ら
本
�
に
歸
d
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
し
︑

⁝
⁝
﹂

萬
一
何
度
も
先
方
が
舊
例
に
固
執
し
た
な
ら
ば
︑
や
む
を
得
な
い
の
で
以
下
の
よ
う
に
吿
げ
る
よ
う
に
︒﹁
(
中
で
は
吉
�
に
變
え
る

よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
︑
上
國
の
�
廷
に
到
着
し
た
後
に
吉
�
に
變
え
て
入
見
い
た
し
ま
し
ょ
う(69

)
︒﹂

こ
の
�
料
は
一
種
の
想
定
問
答
で
あ
り
︑
金
と
の
折
衝
の
現
場
で
の
南
宋
側
の
あ
る
べ
き
態
度
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
そ
の
よ

う
な
�
料
中
で
金
を
﹁
上
國
﹂
と
稱
し
て
い
る
の
は
︑
大
定
和
議
�
に
も
金
に
對
し
て
﹁
上
國
﹂
と
い
う
表
現
が
實
際
に
:
用
さ
れ
た
こ
と
を

示
す
と
考
え
る(70

)
︒
そ
し
て
詳
細
は
省
く
が
︑
大
定
和
議
�
に
お
け
る
﹁
上
國
﹂
の
語
の
:
用
は
こ
の
例
が
孤
立
し
た
事
例
で
は
な
い
︒

以
上
を
�
す
る
に
︑
南
宋
側
か
ら
見
た
と
き
︑
大
定
和
議
に
お
い
て
稱
臣
・
表
・
歲
貢
な
ど
金
・
南
宋
閒
の
君
臣
關
係
を
�
示
す
る
�
つ
か
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の
�
素
が
變
�
さ
れ
た
が(71

)
︑
一
方
で
﹁
上
國
﹂
の
よ
う
に
君
臣
關
係
を
h
示
す
る
�
素
で
變
�
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
︒

�
體
と
し
て
︑
南
宋
側
か
ら
見
れ
ば
形
式
�
に
君
臣
關
係
は
撤
廢
さ
れ
た
と
理
解
が
可
能
で
あ
る
が
︑
金
側
か
ら
見
れ
ば
實
質
�
に
君
臣
關
係

は
繼
續
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︑
そ
れ
が
大
定
和
議
で
あ
っ
た
と
筆
者
は
理
解
す
る
︒
た
だ
し
︑
雙
方
が
直
接
接
觸
を
持

つ
場
合
に
は
︑
優
位
に
あ
る
金
側
の
g
識
に
�
い
狀
況
が
現
出
し
や
す
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
だ
け
に
︑
も
し
形
式
�
に
君
臣
關
係
が
撤
廢
さ
れ
た

點
に
の
み
着
目
す
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
南
宋
人
の
思
惑
ど
お
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

そ
れ
を
踏
ま
え
て
例
え
ば
﹁
5
書
禮
﹂
に
つ
い
て
も
考
え
て
見
る
な
ら
ば
︑
大
定
和
議
�
に
お
い
て
皇
瓜
和
議
�
の
﹁
5
書
禮
﹂
が
踏
襲
さ

れ
た
の
は
︑
金
・
南
宋
閒
の
君
臣
關
係
が
撤
廢
さ
れ
た
に
も
關
わ
ら
ず
君
臣
關
係
の
も
と
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
禮
が
殘
存
し
た
衣
質
な
�
素
な

の
で
は
な
く
︑
君
臣
關
係
を
h
示
す
る
諸
�
素
が
大
定
和
議
�
に
も
多
く
踏
襲
さ
れ
た
中
で
の
象

�
存
在
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る

と
筆
者
は
考
え
る
︒

そ
の
よ
う
に
皇
瓜
和
議
�
の
金
・
南
宋
關
係
の
あ
り
方
の
多
く
が
大
定
和
議
�
に
踏
襲
さ
れ
た
と
の
視
線
を
外
�
�
書
の
書
式
に
あ
ら
た
め

て
向
け
る
と
︑
大
定
和
議
成
立
に
a
い
南
宋
の
對
金
�
書
が
表
か
ら
國
書
へ
と
變
�
が
行
わ
れ
た
際
︑
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
表
現
が
﹁
奉
表(72

)
﹂

か
ら
﹁
致
書
﹂
に
變
�
さ
れ
た
と
す
る
よ
り
も
︑﹁
奉
﹂
と
い
う
表
現
を
踏
襲
し
た
ま
ま
﹁
奉
表
﹂
か
ら
﹁
奉
書
﹂
へ
變
�
さ
れ
た
と
想
定
す

る
方
が
y
當
だ
と
筆
者
は
考
え
る
︒
そ
し
て
︑
モ
ン
ゴ
ル
時
代
︑
�
に
そ
の
後
の
時
代
へ
の
﹁
致
書
﹂・﹁
奉
書
﹂
と
い
う
表
現
の
展
開
は
︑
舩

田
二
〇
〇
九
・
井
黑
二
〇
一
三
・
廣
瀨
二
〇
一
四
第
二
違
な
ど
が
�
目
す
る
論
點
で
あ
る
︒
本
稿
が
そ
れ
ら
の
議
論
に
も
多
少
な
り
と
も
益
す

る
な
ら
ば
幸
い
で
あ
る
︒

�(1
)

こ
こ
で
い
う
東
ア
ジ
ア
は
︑
假
に
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
・
東
部
ユ
ー

ラ
シ
ア
な
ど
と
呼
び
代
え
て
も
特
に
差
し
荏
え
な
い
,
宜
�
な
も
の

で
あ
る
︒

(2
)

代
表
�
な
も
の
と
し
て
古
松
二
〇
〇
七
を
擧
げ
て
お
く
︒
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(3
)

こ
こ
で
は
︑
南
宋
政
治
�
の
�
�
で
論
営
さ
る
る
も
の
は
除
い
て

考
え
て
い
る
︒
無
論
�
年
の
中
國
大
陸
で
は
多
く
の
個
別
論
�
も
存

在
す
る
が
︑
そ
の
整
理
は
喬
東
山
二
〇
一
四
に
讓
る
︒
な
お
經
濟
�

方
面
で
は
先
驅
�
硏
究
と
し
て
加
�
一
九
五
二
H
收
の
金
・
南
宋
閒

の
貿
易
に
關
す
る
論
考
が
存
在
す
る
こ
と
は
特
記
し
て
お
き
た
い
︒

(4
)

本
稿
で
は
︑
各
和
議
が
成
立
し
て
破
綻
す
る
ま
で
の
�
閒
を
︑
そ

れ
ぞ
れ
皇
瓜
和
議
�
・
大
定
和
議
�
・
泰
和
和
議
�
と
稱
す
る
こ
と

と
す
る
︒

(5
)

本
稿
で
は
︑
地
の
�
に
お
い
て
は
﹁
金
皇
-
﹂・﹁
南
宋
皇
-
﹂
と

記
す
︒
�
料
�
に
は
︑
*
者
は
﹁
大
金
皇
-
﹂︑
後
者
は
﹁
宋
-
﹂・

﹁
宋
皇
-
﹂・﹁
大
宋
皇
-
﹂
な
ど
と
し
て
出
現
す
る
︒

(6
)

そ
の
點
︑
�
年
周
立
志
が
民
國
﹃
`
陽
縣
志
﹄
卷
六
三
�

內
�

一
か
ら
再
發
見
し
た
宋
之
才
﹁
:
金
賀
生
辰
d
復
命
表
﹂
は
︑
皇
瓜

和
議
�
に
:
金
し
た
南
宋
人
が
殘
し
た
貴
重
な
�
料
で
あ
る
︒
周
立

志
二
〇
一
三
參
照
︒
當
該
�
料
は
︑
現
在
で
は
﹃
�
宋
�
﹄
第
一
八

二
册
に
も
收
錄
さ
れ
る
︒

(7
)

實
際
に
は
︑
井
黑
二
〇
一
三
は
外
�
�
書
の
j
5
に
つ
い
て
議
論

す
る
關
係
上
︑
金
・
南
宋
閒
の
外
�
�
書
の
書
式
や
︑
本
稿
で
u
う

時
代
の
金
・
南
宋
關
係
の
推
移
に
つ
い
て
も
多
く
論
営
し
て
い
る
︒

そ
の
た
め
︑
本
稿
は
同
論
�
に
裨
益
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き

い
︒

(8
)

本
稿
で
言
う
國
書
と
は
︑
君
=
閒
で
�
わ
さ
れ
る
�
書
一
般
で
は

な
く
︑
同
時
代
の
=
た
る
用
法
か
ら
﹁
書
﹂
形
式
の
も
の
に
限
る
︒

卽
ち
︑
君
臣
關
係
を
�
示
し
な
い
點
で
﹁
對
等
﹂
な
書
式
で
あ
り
︑

當
時
の
表
現
で
は
﹁
敵
國
﹂
の
閒
で
用
い
ら
れ
る
︒
そ
の
際
︑
冒
頭

定
型
句
內
に
﹁
致
書
﹂
F
び
﹁
奉
書
﹂
と
記
さ
れ
る
も
の
を
�
括
す

る
︒
た
だ
し
︑
�
料
に
國
書
と
稱
さ
れ
る
�
書
が
必
ず
書
の
形
式
を

持
つ
譯
で
は
な
い
︒
他
方
︑
本
稿
で
言
う
外
�
�
書
は
君
=
閒
の
も

の
に
限
定
し
︑
國
書
の
ほ
か
に
詔
や
表
も
含
む
︒

(9
)

正
確
に
言
え
ば
︑
大
定
和
議
�
の
國
書
の
書
式
に
關
聯
す
る
�
料

へ
の
言
F
自
體
は
こ
れ
ま
で
も
存
在
し
た
が
︑
廣
瀨
の
硏
究
は
書
儀

の
專
門
家
が
幅
廣
く
外
�
�
書
を
檢
討
す
る
中
で
大
定
和
議
�
の
國

書
の
位
置
づ
け
を
行
っ
た
點
で
從
來
と
衣
な
る
レ
ベ
ル
に
あ
り
︑
本

稿
で
特
に
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
︒

(10
)

自
_
好
後
︑
金
:
每
入
見
︑
捧
書
升
殿
跪
\
︑
上
9
立
5
書
︑
以

j
內
侍
︑
金
:
(
其
=
語
問
上
9
居
︑
上
復
問
其
=
︑
畢
乃
坐
︒

(﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
五
〇
紹
興
一
三
年

(一
一
四
三
)
一

二
T
己
酉
)

な
お
︑
以
下
本
稿
に
お
け
る
�
部
書
の
�
料
引
用
は
︑
標
點
本
が

存
在
す
る
場
合
は
そ
れ
に
依
據
す
る
︒

(11
)

實
際
に
は
廣
瀨
は
そ
の
他
の
�
料
も
用
い
て
お
り
︑
そ
れ
は
あ
ら

た
め
て
第
二
違
で
確
g
す
る
︒

(12
)

南
宋
の
對
金
國
書
で
金
皇
-
に
對
し
て
@
號
が
記
さ
れ
た
と
想
定

す
る
以
上
︑
金
側
の
立
場
を
よ
り
直
接
反
映
す
べ
き
金
の
對
南
宋
國

書
に
お
い
て
も
實
際
は
金
皇
-
に
つ
い
て
@
號
が
記
さ
れ
た
と
想
定

す
べ
き
だ
ろ
う
︒
廣
瀨
も
�
言
は
し
な
い
が
同
樣
の
解
釋
を
E
す
る

も
の
か
も
し
れ
な
い
︒

(13
)

以
下
︑
周
必
大
﹃
�
忠
集
﹄

(
本
稿
で
は
宋
代
の
�
集
は
鯵
名
で

稱
す
)
の
引
用
は
﹃
�
忠
集
﹄
の
卷
數
は
記
さ
な
い
︒
な
お
本
稿
で

の
宋
代
�
集
�
料
の
引
用
は
﹃
�
宋
�
﹄
に
依
據
す
る
︒
た
だ
し
︑
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後
営
の
よ
う
に
引
用
囘
數
の
多
い
﹃
�
忠
集
﹄
に
關
し
て
は
﹃
�
宋

�
﹄
の
頁
數
を
記
す
と
と
も
に
句
讀
を
一
部
改
め
た
ほ
か
︑
宋
集
珍

本
叢
刊
H
收
の
寫
本
・
刊
本
F
び
�
淵
閣
四
庫
�
書
本
に
照
ら
し
て

�
低
限
の
�
字
の
修
正
を
加
え
た
︒
そ
の
際
︑
(

)
(�
除
)・

﹇

﹈
(揷
入
)
の
記
號
で
修
正
を
�
示
し
た
︒
無
論
﹃
�
宋
�
﹄
が

各
�
集
の
現
狀
�
良
の
版
本
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
が
︑
一
定
の

校
訂
を
加
え
て
い
る
こ
と
F
び
閱
覽
の
,
に
鑑
み
か
か
る
0
斷
を
下

し
た
︒
少
な
く
と
も
︑
本
稿
の
論
旨
に
差
し
荏
え
は
生
じ
な
い
と
考

え
る
︒
な
お
︑﹃
�
忠
集
﹄
は
靜
嘉
堂
に
宋
刊
殘
本
が
存
在
す
る
こ

と
が
E
名
だ
が
︑﹃
靜
嘉
堂
祕
籍
志
﹄
卷
一
一
の
記
営
に
據
る
限
り
︑

本
稿
で
引
用
す
る
部
分
に
關
し
て
は
殘
存
し
て
い
な
い
と
理
解
す
る
︒

同
�
庫
H
藏
寫
本
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
で
は
慮
外
に
お
い
た
︒

(14
)

後
段
で
引
用
す
る
が
︑
同
じ
く
﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆
跋
﹂
H

收
の
南
宋
の
對
金
國
書
案
も
末
尾
は
﹁
不
宣
﹂
で
結
ば
れ
る
︒

(15
)

以
上
の
經
雲
に
對
す
る
理
解
は
︑
寺
地
一
九
八
八
�
違
に
依
據
す

る
と
こ
ろ
が
多
い
︒

(16
)

以
下
の
�
料
が
比
�
�
ま
と
ま
っ
て
い
る
︒
南
宋
皇
-
が
諱
を
記

す
こ
と
は
こ
こ
で
は
�
言
さ
れ
な
い
が
︑﹁
書
に
君
臣
の
禮
を
用
い

る
﹂
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒

先
是
︑
國
書
﹁
大
宋
﹂
去
﹁
大
﹂
字
︑﹁
皇
-
﹂
去
﹁
皇
﹂
字
︑

書
用
君
臣
之
禮
︑
E
再
拜
等
語
︒
(﹃
續
宋
中
興
�
年
�
治
_

鑑
﹄
卷
八
乾
(
元
年

(一
一
六
五
)
四
T
條
)

(17
)

こ
の
時
に
副
:
で
あ
っ
た
張
景
仁
は
﹃
金
�
﹄
卷
八
四
に
傳
が
存

在
す
る
︒

(18
)

國
書
略
曰
︑﹁
十
二
T
日
︑
大
金
皇
-
致
書
於
宋
-
︒
粤
自
皇
瓜

以
來
︑
修
好
不
絕
︒
不
.
正
隆
之
末
︑
師
出
無
名
︒﹂
且
E
﹁
歸
兩

淮
︑
敦
舊
好
﹂
之
語
︒
(紹
興
三
二
年

(
一
一
六
二
)
三
T
壬
子
條
︑

﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
一
册
二
九
六
頁
)

｢親
征
錄
﹂
は
紹
興
三
一
年

(
一
一
六
一
)
か
ら
Z
三
二
年

(一

一
六
二
)
に
か
け
て
の
日
記
體
�
料
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
親
征
﹂
は

金
・
海
陵
王
の
南
宋
K
攻
を
5
け
て
の
南
宋
・
高
宗
の
親
征
を
指
す
︒

(19
)

金
國
大
都
督
府
牒
︑﹁
國
�
太
宗
皇
-
創
業
開
基
E
天
下
︑
�
今

四
十
餘
年
︑
其
閒
�
信
修
睦
︑
兵
革
寢
息
︑
百
姓
安
業
︒
不
.
正
隆

失
德
︑
師
出
無
名
︑
:
兩
國
生
靈
皆
被
塗
炭
︒
今
奉
怨
天
子
命
詔
︑

已
從
廢
殞
︑
大
臣
將
帥
方
議
班
師
赴
國
︑
各
宜
戢
兵
︑
以
敦
舊
好
︒

須
議
移
牒
︑
牒
具
如
*
︒
牒
宋
國
三
省
・
樞
密
院
照
驗
︒
大
定
元
年

十
一
T
三
十
日
︒﹂
(周
必
大
﹁
親
征
錄
﹂
紹
興
三
一
年

(
一
一
六

一
)
一
二
T
壬
寅
條
︑
﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
一
册
二
九
三
頁
)

な
お
︑
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
九
五
紹
興
三
一
年

(一
一

六
一
)
一
二
T
己
亥
は
署
名
部
分
を
含
め
て
こ
れ
を
よ
り
詳
細
に
載

せ
る
ほ
か
︑
﹁
囘
牒
﹂
も
揭
載
す
る
︒

(20
)

そ
の
他
の
特

と
し
て
︑
金
皇
-
の
@
號
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
や
︑
擬
制
親
族
關
係
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
︒
*
者

に
つ
い
て
は
︑
金
側
が
作
成
し
た
國
書
に
は
金
皇
-
の
@
號
が
記
さ

れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
か
ら
︑﹁
親
征
錄
﹂
執
筆

の
際
な
ど
に
お
い
て
省
略
さ
れ
た
と
考
え
る
︒
後
者
は
︑
單
に
こ
の

段
階
で
擬
制
親
族
關
係
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
反
映
し
た
も

の
だ
ろ
う
︒

(21
)

先
是
︑
北
:
高
忠
円
等
將
入
境
︑
責
臣
禮
F
怨
復
諸
郡
︑
接
a
:

洪
邁
移
書
曰
︑﹁
自
古
以
來
︑
¡
邦
P
來
︑
竝
用
敵
禮
︒
⁝
⁝
但
一
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切
之
禮
︑
難
以
復
仍
舊
貫
︑
當
至
臨
淮
上
謁
︑
�
俟
惠
£
︑
曲
折
面

聞
︒﹂
�
例
︑
迓
:
相
見
于
淮
河
中
液
︑
F
是
︑
見
于
虹
縣
之
北
¤

姫
墓
︑
始
抗
禮
︒
(﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
九
八
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
閏
二
T
癸
巳
條
)

(22
)

こ
れ
以
影
も
含
め
金
側
が
南
宋
に
對
し
て
君
臣
關
係
を
�
求
し
な

い
﹁
讓
步
﹂
の
¥
勢
を
示
せ
た
背
景
と
し
て
︑
そ
の
責
を
�
て
海
陵

王
に
�
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
金
國
內
の
政
治
狀
況
も
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒

(23
)

こ
の
:
宋
に
お
け
る
j
書
に
際
し
て
の
金
・
南
宋
閒
の
ト
ラ
ブ
ル

に
つ
い
て
は
︑
井
黑
二
〇
一
三
が
旣
に
﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
に

依
據
し
て
周
到
に
分
析
を
加
え
て
い
る
︒

(24
)

旣
而
:
者
捧
國
書
上
殿
︑
知
閤
門
事
趙
営
以
祖
宗
舊
例
跪
5
之
︑

:
者
守
�
例
不
與
営
老
矣
︑
相
持
移
時
︑
仆
於
地
︒
上
目
二
相
︑
陳

康
伯
\
曰
︑﹁
臣
等
位
宰
相
︑
不
當
5
其
書
︑
s
用
他
日
行
禮
︒﹂
印

呼
館
a
責
曰
︑﹁
*
日
已
議
定
用
在
京
禮
例
︑
今
乃
紊
煩
?
聽
︑
何

也
︒﹂
徐
嚞
懼
不
能
對
︒
時
北
:
方
秉
笏
寘
書
兩
臂
閒
︑
嚞
從
旁
掣

以
\
︒
(周
必
大
﹁
親
征
錄
﹂
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
三
T
壬

子
︑﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
一
册
二
九
六
頁
)

先
是
︑
閤
門
定
5
書
之
禮
︑
略
如
京
都
故
事
︒
詔
館
a
:
徐
嚞
等

以
H
定
示
之
︑
忠
円
固
執
︑
上
特
許
殿
上
\
書
︒
F
陞
階
︑
¨
執
舊

禮
︑
尙
書
左
僕
射
陳
康
伯
以
誼
折
之
︑
忠
円
語
塞
︑
乃
s
宰
相
5
書
︒

康
伯
奏
曰
︑﹁
臣
以
宰
相
︑
難
以
下
行
閤
門
之
職
︒﹂
忠
円
奉
書
︑
跪

不
肯
9
︑
廷
臣
相
£
怡
愕
︒
康
伯
呼
嚞
至
榻
*
︑
厲
聲
曰
︑﹁
館
a

在
館
︑
H
議
何
事
︒﹂
嚞
徑
*
掣
其
書
以
\
︑
虜
氣
沮
︑
上
嘉
«
之
︒

(﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
九
八
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
三

T
壬
子
︑
原
�
は
省
略
︒)

(25
)

淮
甸
K
疆
︑
幸
先
�
而
克
復
︑
祖
宗
故
地
︑
方
O
:
以
s
求
︒

(﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
一
册
二
九
六
頁
)

(26
)

三
十
二
年
︑
始
O
高
忠
円
來
吿
登
位
︑
議
j
書
禮
︑
康
伯
以
誼
折

之
︑
於
是
報
書
始
用
敵
國
禮
︒

た
だ
し
︑
以
影
も
含
め
﹁
¬
﹂
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
排
除
は

で
き
な
い
︒

(27
)

こ
の
:
金
に
關
す
る
專
論
と
し
て
沈
如
泉
二
〇
〇
六
を
擧
げ
て
お

く
︒
た
だ
し
︑
同
論
�
が
多
く
依
據
す
る
﹃
中
興
禦
侮
錄
﹄
は
�
料

�
價
値
に
疑
問
も
あ
り
︑
直
ち
に
は
依
據
出
來
な
い
と
考
え
る
︒

(28
)

國
書
曰
︑﹁
審
膺
駿
命
︑
光
宅
丕
圖
︑
德
合
天
人
︑
慶
均
遐
邇
︒

比
因
d
:
︑
常
露
悃
悰
︒
粤
從
海
上
之
e
︑
獲
�
¡
封
之
信
︒
中
�

多
故
︑
頗
紊
始
圖
︒
事
E
權
宜
︑
姑
爲
父
兄
而
貶
損
︑
釁
無
端

︑

靡
®
天
地
之
鑑
臨
︒
旣
邊
境
之
一
開
︑
致
誓
言
之
p
絕
︒
敢
�
後
聘
︑

許
閲
怨
歡
︒
載
惟
陵
寢
之
山
川
︑
寖
o
春
秋
之
祭
祀
︒
志
豈
忘
於
纉

舊
︑
孝
實
切
於
奉
先
︒
願
畫
舊
疆
︑
寵
d
敝
國
︑
結
兄
弟
無
窮
之
好
︑

垂
子
孫
可
久
之
謀
︑
庶
令
南
北
之
民
︑
永
息
干
戈
之
苦
︒
儻
垂
睿
照
︑

曲
徇
懇
祈
︑
願
竚
佳
°
︑
別
修
�
<
︑
履
茲
夏
序
︑
善
保
?
躬
︒﹂

(29
)

こ
こ
で
謂
う
﹁
畫
舊
疆
﹂
と
は
︑
�
�
か
ら
︑
金
が
傀
儡
國
家
で

あ
る
劉
豫
の
齊
を
廢
止
し
て
そ
の
舊
領
を
南
宋
に
引
き
渡
す
內
容
で

あ
っ
た
一
一
三
八
年
の
天
眷
和
議
に
お
け
る
國
境
線
を
指
す
と
考
え

る
︒

(30
)

初
︑
邁
之
接
a
也
︑
旣
持
舊
禮
折
伏
金
:
︑
至
是
︑
慨
然
s
行
︒

於
是
假
�
林
學
士
︑
閏
賀
登
位
:
︑
欲
令
金
稱
兄
弟
敵
國
而
歸
河
南

地
︒
夏
四
T
戊
子
︑
邁
辭
行
︑
書
用
敵
國
禮
︑
⁝
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(31
)

初
︑
景
盧
在
境
上
與
接
a
<
用
敵
國
禮
︑
接
a
許
諾
︑
故
沿
路
表

違
皆
用
在
京
舊
式
︒
纔
入
燕
京
︑
盡
却
囘
:
︑
邀
景
盧
依
�
例
易
之
︑

景
盧
不
可
︑
於
是
扃
驛
門
︑
絕
供
饋
︒
而
館
a
者
云
︑
嘗
從
景
盧
父

尙
書
公
學
︑
陽
吐
Y
實
︑
言
勿
固
執
︑
恐
無
好
事
︑
須
_
一
線
路
乃

佳
︒
景
盧
等
懼
留
︑
易
表
違
j
之
︒
旣
入
見
︑
:
副
例
不
跪
︑
至
是

皆
跪
︒
虜
=
傳
令
云
︑﹁
國
書
不
如
式
︑
不
當
5
︑
可
付
E
司
︒﹂
其

詭
詐
虛
喝
類
此
︒
(周
必
大
﹁
龍
飛
錄
﹂
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)

七
T
甲
子
︑﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
一
册
三
〇
六
～
三
〇
七
頁
)

な
お
︑
引
用
�
料
中
の
﹁
景
盧
﹂
は
洪
邁
の
字
で
あ
る
︒

(32
)

報
書
E
曰
︑﹁
名
分
旣
一
言
而
定
︑
貢
輸
亦
兩
紀
于
茲
︒﹂
印
曰
︑

﹁
¶
夫
致
慶
之
詞
︑
�
以
難
行
之
事
︑
實
爲
大
鑑
︑
再
作
禍
端
︒﹂

(﹃
大
金
國
志
﹄
卷
一
六
世
宗
紀
上
大
定
二
年

(一
一
六
二
)
二
T
)

(33
)

洪
景
盧
・
張
才
甫
入

(燕
)﹇
門
﹈︑
國
書
略
曰
︑﹁
:
介
來
庭
︑

緘
題
越
式
︒
固
w
群
議
︑
特
P
報
書
︒﹂
印
曰
︑﹁
宣
・
靖
旣
�
︑

楚
・
齊
繼
F
︒﹂
敍
海
(
定
君
臣
之
事
︒
印
曰
︑﹁
海
陵
失
德
︑
江
介

興
師
︑
�
乃
止
於
一
身
︑
e
固
難
於
屢
變
︒﹂
(原
�
：
亮
旣
死
︑
¸

封
岐
國
王
︑
後
改
謚
海
陵
煬
王
︒)
印
曰
︑﹁
尺
書
侮
慢
︑
旣
匪
藩
臣
︑

寸
地
K
陵
︑
印
w
誓
表
︒﹂
印
曰
︑﹁
殊
無
致
賀
之
詞
︑
繼
E
難
從
之

s
︒﹂
印
E
若
:
干
戈
不
息
︑
賦
斂
繁
興
︑
º
民
塗
炭
︑
咎
將
誰
執

之
.
︑
而
末
句
云
︑﹁
尙
敦
舊
好
︑
勿
徇
群
言
︒﹂
(周
必
大
﹁
龍
飛

錄
﹂
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
七
T
甲
子
︑﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三

一
册
三
〇
六
頁
)

｢龍
飛
錄
﹂
は
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
か
ら
隆
興
元
年

(一

一
六
三
)
に
か
け
て
の
日
記
體
�
料
で
あ
り
︑﹁
龍
飛
﹂
は
南
宋
・

孝
宗
の
卽
位
を
指
す
︒
な
お
沈
如
泉
二
〇
〇
六
も
﹁
龍
飛
錄
﹂
の
當

該
部
分
を
:
用
し
て
い
る
︒

(34
)

周
必
大
﹁
周
�
忠
公
奏
議
﹂
卷
一
﹁
同
�
苑
給
舍
議
北
事
狀
﹂・

﹁
論
北
事
箚
子
﹂
(﹃
�
宋
�
﹄
第
二
二
七
册
四
四
六
～
四
四
九
頁
)

は
對
金
關
係
を
論
じ
て
お
り
︑
*
者
に
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)

九
T
七
日
附
?
旨
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
大
よ
そ
こ
の
*
後
に
草

さ
れ
た
も
の
で
あ
る

(
後
者
は
原
�
に
よ
れ
ば
實
際
に
は
用
い
ら
れ

な
か
っ
た
)︒
そ
の
ス
タ
ン
ス
は
︑
金
は
强
硬
な
態
度
を
と
っ
て
い

る
が
︑
實
際
に
は
和
`
を
}
ん
で
い
る
と
の
g
識
で
あ
る
︒

而
虜
.
亦
未
嘗
不
欲
和
也
︒
⁝
⁝
然
印
懼
我
測
其
實
而
E
輕
彼

之
心
也
︑
故
倡
爲
大
言
︑
邀
索
舊
禮
︒
(﹁
同
�
苑
給
舍
議
北
事

狀
﹂)

(35
)

是
時
劉
珙
:
虜
︑
不
至
而
復
︒
先
是
︑
洪
邁
・
張
掄
:
囘
︑
見
張

浚
︑
具
言
虜
不
禮
我
:
狀
︑
且
令
稱
陪
臣
︒
浚
謂
不
當
復
O
:
︑
而

�
浩
議
O
:
報
虜
以
登
寶
位
︑
悦
O
珙
至
境
︑
虜
責
舊
禮
︑
不
½
而

d
︒
(﹃
円
炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
二
〇
〇
紹
興
三
二
年

(一
一
六

二
)
七
T
癸
亥
條
)

劉
珙
は
﹃
宋
�
﹄
卷
三
八
六
に
傳
あ
り
︒

(36
)

い
ず
れ
も
﹃
金
�
﹄
卷
八
七
に
傳
が
あ
り
︑
金
皇
室
と
姻
戚
關
係

に
あ
る
女
眞
の
名
族
に
出
自
す
る
︒

(37
)

こ
の
閒
の
狀
況
の
推
移
は
︑
寺
地
一
九
八
八
�
違
の
ほ
か
︑
趙
永

春
二
〇
〇
五
第
五
違
F
び
李
輝
二
〇
一
四
附
錄
參
照
︒
兩
者
の
閒
で

は
﹁
牒
﹂
の
:
用
が
基
本
で
あ
っ
た
と
考
え
る
が
︑
以
下
の
よ
う
な

そ
れ
と
は
衣
な
る
�
書
も
用
い
ら
れ
た
︒
な
お
こ
の
�
料
の
存
在
は
︑

李
輝
二
〇
一
四
第
二
違
に
指
摘
が
あ
る
︒

張
魏
公
繳
\
北
界
副
元
帥
紇
石
烈
志
寧
囘
書
來
上
︒
其
式
云
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﹁
志
寧
白
宣
撫
執
事
﹂︑
書
詞
大
略
謂
︑﹁
向
者
怨
=
初
立
︑
卽

¿
淮
南
地
︑
先
O
信
:
︑
而
宋
國
襲
我
歸
師
︑
稍
K
吾
疆
︒
今

得
來
書
︑
以
天
時
人
事
�
順
爲
言
︑
固
爭
舊
禮
︑
不
議
他
事
︒

且
陝
西
H
失
地
�
已
克
復
︑
將
士
或
執
或
死
︑
其
數
甚
多
︒
此

由
宋
國
貪
土
地
之
故
︑
不
順
天
.
︑
不
惜
人
命
︑
以
致
此
也
︒

志
寧
材
雖
不
武
︑
被
命
分
閫
︑
師
之
\
止
得
以
專
之
︒
倘
能
先

歸
K
地
以
示
À
款
︑
則
復
P
之
禮
乃
可
徐
議
︒
今
則
按
兵
不
動
︑

以
俟
來
°
︒
宜
深
思
熟
慮
︑
毋
貽
後
悔
︒﹂
(周
必
大
﹁
龍
飛

錄
﹂
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
三
T
壬
辰
︑﹃
�
宋
�
﹄
第
二

三
一
册
三
一
二
頁
)

(38
)

こ
れ
は
︑
盧
仲
賢
が
N
O
さ
れ
た
と
す
る
南
宋
側
の
諸
�
料
と

﹃
金
�
﹄
卷
八
七
僕
散
忠
義
傳
の
以
下
の
記
営
を
�
せ
考
え
た
も
の

で
あ
る
︒

(大
定
)
三
年
︑
⁝
⁝
宋
同
知
樞
密
院
事
洪
�
・
計
議
官
盧
仲

賢
︑
O
:
二
輩
持
與
志
寧
書
F
手
狀
︑
歸
海
・
泗
・
�
・
鄧
州

H
K
地
︑
<
爲
叔
姪
國
︒

(39
)

:
左
副
元
帥
志
寧
移
牒
宋
樞
密
:
張
浚
︑
其
略
曰
︑﹁
可
d
H
K

本
�
內
地
︑
各
守
自
來
畫
定
疆
界
︑
凡
事
一
依
皇
瓜
以
來
舊
<
︑
帥

府
亦
當
解
嚴
︒
如
必
欲
抗
衡
︑
s
會
兵
相
見
︒﹂
宋
宣
撫
:
張
浚
復

書
志
寧
曰
︑﹁
疆
埸
之
一
彼
一
此
︑
兵
家
之
或
Â
或
�
︑
何
常
之
E
︑

當
置
勿
(
︒
謹
O
官
僚
︑
敬
Ã
麾
下
議
之
︒﹂
(﹃
金
�
﹄
卷
八
七
僕

散
忠
義
傳
)

(40
)

海
・
泗
・
�
・
鄧
等
州
︑
乃
正
隆
渝
e
之
後
・
本
�
未
O
:
之
*

得
之
︒
至
於
歲
)
︑
固
非
H
�
︒
第
兩
淮
凋
瘵
之
餘
︑
恐
未
能
如
數
︒

(﹃
續
宋
中
興
�
年
�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
八
T

條
)

(41
)

仲
賢
至
宿
州
︑
虜
懼
之
以
威
︑
乃
言
歸
當
稟
命
許
四
郡
︑
p
以
虜

:
畫
定
四
事
︒
一
︑
叔
姪
_
書
之
式
︒
二
︑
�
・
鄧
・
海
・
泗
之
地
︒

三
︑
歲
)
銀
絹
之
數
︒
四
︑
]
臣
俘
虜
之
人
︒
(﹃
續
宋
中
興
�
年
�

治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
九
T
條
)

(42
)

『續
宋
中
興
�
年
�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)
八

T
條
な
ど
︒

(43
)

歲
)
の
項
目
に
つ
い
て
盧
仲
賢
が
行
っ
た
合
.
は
詳
ら
か
で
な
い

が
︑
そ
の
後
の
�
涉
は
︑
南
宋
が
歲
)
の
L
減
を
=
張
し
た
の
に
對

し
て
金
が
銀
絹
各
二
十
萬
へ
の
減
額
を
=
張
し

(﹃
續
宋
中
興
�
年

�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
二
年

(
一
一
六
四
)
八
T
條
)︑
結
果
と
し

て
金
の
=
張
で
y
結
し
た
︒

(44
)

そ
れ
ぞ
れ
︑﹃
宋
�
﹄
卷
三
八
二
・
卷
三
八
六
に
傳
あ
り
︒

(45
)

黃
中
・
金
安
�
同
議
︑
以
爲
如
世
稱
姪
・
國
號
不
加
﹁
大
﹂
字
F

用
﹁
再
拜
﹂
二
字
︑
未
得
穩
當
︑
四
州
不
可
與
︑
寧
少
增
歲
)
︒

(﹃
續
宋
中
興
�
年
�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
元
年

(一
一
六
三
)
一
一

T
條
)

(46
)

錢
用
材
・
馬
騏
同
議
︑
以
爲
我
當
稱
﹁
大
宋
謹
白
﹂︑
如
與
大
遼

之
禮
︒
(﹃
續
宋
中
興
�
年
�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
元
年

(一
一
六

三
)
一
一
T
條
)

(47
)

隆
興
二
年
八
T
日
︑
⁝
⁝
側
聞
虜
人
嫚
書
︑
欲
書
御
名
︑
欲
去
國

號
﹁
大
﹂
字
︑
欲
用
﹁
再
拜
﹂︒
議
者
以
爲
繁
�
小
�
︑
不
必
計
�
︒

臣
竊
以
爲
議
者
可
斬
也
︒
(﹃
澹
菴
�
集
﹄
卷
二
﹁
上
孝
宗
封
事
﹂)

胡
銓
は
﹃
宋
�
﹄
卷
三
七
四
に
傳
あ
り
︒
な
お
︑﹃
澹
菴
�
集
﹄

卷
二
﹁
上
孝
宗
論
/
賀
金
國
¬
﹂
に
も
內
容
が
重
な
る
箇
H
が
存
在
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す
る
︒

(48
)

聶
崇
岐
一
九
八
〇
參
照
︒

(49
)

宋
:
胡
昉
以
右
僕
射
湯
思
X
書
來
︑
宋
稱
姪
國
︑
不
肯
加
世
字
︒

(﹃
金
�
﹄
卷
八
七
僕
散
忠
義
傳
)

大
定
二
年
︑
僕
散
忠
義
伐
宋
︑
景
仁
掌
其
�
辭
︒
宋
人
議
和
︑
�

廷
已
改
奉
表
爲
國
書
︑
稱
臣
爲
姪
︑
但
不
肯
世
稱
姪
國
︒
P
復
凡
七

書
︑
然
後
定
︑
其
書
皆
景
仁
爲
之
︒
(﹃
金
�
﹄
卷
八
四
張
景
仁
傳
)

(50
)

胡
銓
轉
對
︑
爲
上
言
曰
︑﹁
虜
不
可
和
︑
臣
恐
再
拜
不
已
︑
必
至

稱
臣
︒
⁝
⁝
﹂
(﹃
續
宋
中
興
�
年
�
治
_
鑑
﹄
卷
八
隆
興
二
年

(一

一
六
四
)
九
T
)

(51
)

『宋
大
詔
令
集
﹄
卷
二
二
八
か
ら
卷
二
三
二
H
收
の
對
契
丹
國
書

に
多
く
の
實
例
が
確
g
可
能
で
あ
る
︒

(52
)

姪
宋
皇
-
眘
︑
謹
再
拜
致
書
于
叔
大
金
?
�
仁
孝
皇
-
闕
下
︒

(﹃
金
�
﹄
卷
八
七
僕
散
忠
義
傳
)

姪
宋
皇
-
謹
再
拜
︑
致
書
于
叔
大
金
應
天
興
祚
欽
�
廣
武
仁
德
?

孝
皇
-
闕
下
︒
(﹃
金
�
﹄
卷
八
九
梁
肅
傳
)

*
者
は
︑
大
定
和
議
閲
結
時
に
魏
杞
が
持
參
し
た
國
書
の
書
式
に

つ
い
て
営
べ
た
も
の
︒
後
者
は
︑
大
定
和
議
閲
結
後
に
南
宋
が
﹁
5

書
禮
﹂
の
廢
止
を
求
め
る
中
で
︑
大
定
一
四
年

(一
一
七
四
)
に

﹁
5
書
禮
﹂
に
よ
る
國
書
の
5
領
を
囘
M
す
る
た
め
に
金
:
か
ら
宿

舍
で
國
書
を
5
領
し
た
の
に
對
し
︑
金
が
詰
問
の
:
�
を
N
O
し
︑

そ
の
際
南
宋
か
ら
金
:
に
附
さ
れ
た
謝
罪
の
國
書
の
一
部
︒
井
黑
二

〇
一
三
の
指
摘
の
よ
う
に
︑
後
者
の
國
書
の
冒
頭
定
型
句
で
は
實
際

に
は
南
宋
・
孝
宗
の
諱
も
記
さ
れ
た
と
考
え
る
︒

(53
)

宋
_
問
:
魏
杞
等
以
國
書
來
︒
書
不
稱
大
︑
稱
姪
宋
皇
-
︑
稱
名
︑

再
拜
奉
書
于
叔
大
金
皇
-
︒

�
に
﹃
_
鑑
續
�
﹄
卷
一
八
隆
興
二
年

(一
一
六
四
)
八
T
﹁
以

魏
杞
爲
金
國
_
問
:
︑
�
于
盱
眙
﹂
で
も
︑
魏
杞
が
持
參
し
た
對
金

國
書
の
冒
頭
を
﹁
姪
宋
皇
-
某
再
拜
奉
書
于
叔
大
金
皇
-
﹂
と
し
て
︑

﹃
金
�
﹄
本
紀
と
同
樣
の
內
容
を
記
す
︒
こ
れ
は
直
接
�
に
は
﹃
_

鑑
續
�
﹄
が
﹃
金
�
﹄
本
紀
を
參
照
し
た
に
�
ぎ
な
い
が
︑
﹃
_
鑑

續
�
﹄
が
當
該
條
で
參
照
す
べ
き
對
象
と
し
て
﹃
金
�
﹄
本
紀
を
È

擇
し
た
こ
と
自
體
に
︑
筆
者
は
一
定
の
.
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
︒

な
お
﹃
_
鑑
續
�
﹄
は
︑
京
都
大
學
人
�
科
學
硏
究
H
H
藏
國
立
中

央
圖
書
館

(現
國
家
圖
書
館
)
藏
元
刊
本
景
照
本
を
利
用
し
た
︒

(54
)

吳
曉
萍
二
〇
〇
六
第
五
違
で
す
で
に
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
︒

(55
)

こ
の
點
に
つ
い
て
は
︑︻
�
料
一
︼
(
一
六
)
で
も
確
g
可
能
で
あ

る
︒

(56
)

九
T
日
︑
叔
大
金
皇
-
致
書
於
姪
宋
皇
-
︒
和
<
再
成
︑
界
河
山

而
如
舊
︒
緘
°
遽
至
︑
指
鞏
洛
以
爲
言
︒
É
曩
時
無
用
之
�
︑
瀆
今

日
旣
e
之
好
︒
旣
云
廢
祀
︑
欲
伸
¸
V
之
懷
︒
止
可
奉
�
︑
卽
候
刻

�
之
報
︒
至
若
未
歸
之
旅
櫬
︑
亦
當
竝
發
於
行
塗
︒
抑
聞
附
s
之
辭
︑

欲
變
5
書
之
禮
︒
出
於
Ë
易
︑
�
以
必
從
︑
於
@
卑
之
分
何
如
︑
£

信
誓
之
堅
安
在
︒
事
當
審
慮
︑
邦
可
孚
休
︒
方
屆
霜
嚴
︑
善
綏
福
履
︒

今
因
�
政
殿
大
學
士
范
成
大
等
囘
︑
專
附
書
奉
答
︒
不
宣
︒
(周
必

大
﹁
孝
宗
皇
-
/
國
書
御
筆
跋
﹂)

其
辭
云
︑﹁
得
旨
宣
諭
:
人
︑
=
上
尙
留
德
壽
宮
喪
�
︑
難
行
賀

禮
︑
:
人
且
歸
︒
(原
�
：
此
四
字
上
親
筆
)
H
E
見
辭
幷
囘
�
沿

路
等
例
物
幷
合
給
賜
︑
來
日
\
發
︒
﹂
上
印
批
云
︑﹁
幷
附
奏
叔
大
金
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皇
-
︑
將
來
正
旦
︑
緣
在
�
制
︑
不
敢
�
禮
︑
}
免
O
:
人
︒﹂
(周

必
大
﹁
思
陵
錄
﹂
卷
上
淳
熙
一
四
年

(一
一
八
七
)
一
〇
T
乙
酉
︑

﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
二
册
七
九
頁
)

*
者
は
︑
乾
(
六
年

(一
一
七
〇
)
に
范
成
大
が
﹁
5
書
禮
﹂
の

廢
止
を
求
め
る
た
め
に
N
O
さ
れ
た
際
に
金
側
か
ら
附
さ
れ
た
國
書
︒

後
者
は
正
確
に
は
國
書
中
の
用
例
で
は
な
く
︑
南
宋
で
太
上
皇
-
・

高
宗
が
�
御
し
た
際
に
孝
宗
の
生
辰
祝
賀
に
き
た
金
:
へ
の
對
應
を

指
示
し
た
批
の
中
で
︑
金
:
が
歸
國
し
た
際
に
南
宋
が
金
に
賀
正
:

�
を
N
O
し
な
い
こ
と
を
g
め
て
ほ
し
い
旨
を
金
皇
-
に
對
し
て
傳

え
る
よ
う
に
依
賴
す
る
�
�
で
の
用
例
︒
周
必
大
﹁
奉
詔
錄
﹂
卷
五

﹁
發
囘
虜
:
牒
本
竝
咨
目
奏
箚
﹂
(淳
熙
一
四
年

(一
一
八
七
)
一
〇

T
二
六
日
附
︑﹃
�
宋
�
﹄
第
二
二
八
册
二
〇
九
頁
)
に
も
�
似
の

用
例
あ
り
︒

(57
)

至
燕
︑
見
金
=
襃
︑
具
言
︑﹁
天
子
神
?
︑
才
Ó
奮
9
︑
人
人
E

敵
愾
.
︑
北
�
用
兵
能
保
必
Â
乎
︒
和
則
兩
國
享
其
福
︑
戰
則
將
士

蒙
其
利
︑
昔
人
論
之
甚
悉
︒﹂
金
君
臣
 
聽
拱
竦
︒
館
a
張
恭
#
以

國
書
稱
﹁
大
宋
﹂︑
脅
去
﹁
大
﹂
字
︑
杞
拒
之
︑
卒
正
敵
國
禮
︑
損

歲
)
五
萬
︑
不
發
歸
正
人
北
d
︒
上
慰
藉
甚
渥
︒

『_
鑑
續
�
﹄
卷
一
八
乾
(
元
年

(一
一
六
五
)
三
T
﹁
魏
杞
d

自
金
︑
始
正
敵
國
禮
﹂
で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
︒

な
お
魏
杞
に
關
し
て
は
︑
陳
樂
素
二
〇
一
二
が
指
摘
す
る
よ
う
に

そ
の
行
狀
や
神
(
碑
も
知
ら
れ
る
が

(筆
者
は
魏
頌
�
輯
﹃
增
訂
丞

相
魏
�
�
公
事
略
﹄
杭
州
古
舊
書
店
︑
一
九
八
二
で
閱
覽
)︑
筆
者

は
そ
の
�
料
價
値
に
確
信
を
も
て
な
い
た
め
本
稿
で
は
:
用
し
な
い
︒

(58
)

『金
�
﹄
卷
八
七
僕
散
忠
義
傳
に
は
南
宋
に
國
書
の
副
本
も
提
出

さ
せ
た
こ
と
が
営
べ
ら
れ
る
︒

和
議
始
定
︒
宋
O
試
禮
部
尙
書
魏
杞
︑
崇
信
軍
・
承
宣
:
康
湑
︑

閏
_
問
國
信
:
︑
取
到
宋
=
國
書
式
︑
幷
國
書
副
本
︑
⁝

そ
の
他
﹃
宋
�
﹄
卷
三
八
五
魏
杞
傳
に
も
︑
こ
れ
以
*
の
段
階
で

は
あ
る
が
︑
僕
散
忠
義
が
南
宋
の
對
金
國
書
が
H
定
の
書
式
ど
お
り

か
確
g
す
る
た
め
に
事
*
に
現
物
の
閱
覽
を
�
求
し
た
旨
が
営
べ
ら

れ
る
︒金

H
O
大
將
僕
散
忠
義
・
紇
石
烈
志
寧
等
方
擁
兵
闖
淮
︑
O
權

泗
州
趙
Ö
長
問
H
以
來
.
︑
求
觀
國
書
︑
杞
曰
︑﹁
書
御
封
也
︑

見
=
當
廷
j
︒
﹂
Ö
長
馳
白
僕
散
忠
義
︑
疑
國
書
不
如
式
︑
⁝

(59
)

そ
も
そ
も
皇
-
の
諱
を
直
筆
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
︑
例
え
ば

﹁
御
名
﹂
な
ど
の
形
で
諱
が
記
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
は
可
能
で

あ
る
︒

(60
)

比
致
祈
懇
︑
旋
勤
誨
緘
︒
欲
重
O
於
軺
車
︑
恐
復
煩
於
舍
館
︒
惟

列
?
久
安
之
陵
寢
︑
旣
難
一
旦
而
輒
�
︑
則
靖
康
未
/
之
衣
冠
︑
詎

敢
先
�
而
獨
s
︒
載
披
諄
諭
之
旨
︑
詳
F
5
書
之
儀
︒
蓋
今
叔
姪
之

Y
親
︑
與
昔
@
卑
之
體
衣
︑
敢
因
慶
禮
︑
薦
布
忱
詞
︑
尙
冀
允
從
︑

式
符
企
}
︒
今
賀
生
辰
國
信
:
副
�
林
學
士
趙
雄
・
泉
州
觀
察
:
趙

伯
驌
行
︑
謹
再
拜
奉
書
︑
不
宣
︒

こ
れ
は
︑
南
宋
が
范
成
大
を
N
O
し
て
﹁
5
書
禮
﹂
廢
止
を
金
に

求
め
拒
絕
さ
れ
た
の
を
5
け
︑
Z
乾
(
七
年

(一
一
七
一
)
に
趙

雄
・
趙
伯
驌
を
生
辰
:
と
し
て
N
O
す
る
際
︑
�
に
﹁
5
書
禮
﹂
の

廢
止
を
�
s
さ
せ
る
た
め
に
周
必
大
に
9
草
さ
せ
た
國
書
の
案
で
あ

る
︒
周
必
大
﹁
`
園
續
稿
﹂
卷
三
〇
H
收
﹁
和
州
防
禦
:
贈
少
師
趙

公
伯
驌
神
(
碑
﹂
(﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
三
册
四
四
～
四
八
頁
)
は
關
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聯
�
料
で
あ
り
︑
井
黑
二
〇
一
三
が
旣
に
言
F
し
て
い
る
︒

(61
)

例
え
ば
︑﹁
奉
書
陳
謝
︒
不
宣
︒
謹
白
︒﹂
な
ど
の
形
を
と
る
︒

﹃
宋
大
詔
令
集
﹄
卷
二
二
八
か
ら
二
三
二
に
收
錄
さ
れ
る
對
契
丹
國

書
に
多
く
の
實
例
が
確
g
可
能
で
あ
る
︒

(62
)

樓
鑰
﹃
攻
媿
集
﹄
H
收
對
金
國
書
も
︑
吳
曉
萍
二
〇
〇
六
第
五
違

で
そ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

(63
)

後
出
の
︻
�
料
三
︼・︻
�
料
四
︼
も
含
め
︑
本
來
は
一
々
そ
の
國

書
の
內
容
や
用
い
ら
れ
た
狀
況
に
つ
い
て
說
�
す
べ
き
だ
が
︑
紙
幅

の
都
合
で
割
愛
す
る
︒

(64
)

南
宋
の
太
上
皇
-
・
高
宗
�
御
*
後
の
淳
熙
一
四
年

(一
一
八

七
)
か
ら
同
一
六
年

(一
一
八
九
)
に
か
け
て
の
時
�
に
つ
い
て
記

し
た
日
記
體
�
料
で
あ
り
︑
對
金
關
係
の
記
営
も
豐
富
な
こ
と
で
知

ら
れ
る
︒
`
田
二
〇
一
二
第
四
部
第
三
違

(初
出
二
〇
〇
四
)
參
照
︒

(65
)

正
確
に
は
︑﹁
思
陵
錄
﹂
H
收
の
對
金
國
書
F
び
後
出
の
金
の
對

南
宋
國
書
に
は
︑
南
宋
の
太
上
皇
-
・
高
宗
の
�
御
に
a
う
と
い
う

點
で
特
殊
な
も
の
も
多
く
含
ま
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
ら
の
國
書
の
內

容
・
形
式
も
儀
禮
�
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
﹁
`
時
﹂
の
國
書
同

樣
に
u
っ
て
問
題
な
い
と
考
え
る
︒

(66
)

こ
こ
で
い
う
﹁
本
�
﹂
と
は
︑
四
六
�
で
記
さ
れ
た
部
分
を
指
す
︒

か
り
に
契
丹
・
北
宋
閒
の
國
書
を
例
に
取
る
と
︑
中
西
二
〇
〇
五
で

も
引
用
す
る
下
引
﹃
石
林
燕
語
﹄
卷
一
﹁
大
遼
國
信
書
式
﹂
に
お
け

る
﹁
入
辭
﹂
に
相
當
す
る

(
引
用
は
�
宋
�
料
筆
記
叢
刊
本
に
據

る
)︒*

稱
T
日
︑
大
宋
皇
-
謹
致
書
於
大
遼
國
E
號
皇
-
闕
下
︑
入
辭
︑

�
具
:
副
�
銜
︑
稱
今
差
某
官
閏
某
事
國
信
:
副
︑
E
少
例
物
︑
具

諸
別
幅
︑
奉
書
陳
賀
︑
不
宣
︑
謹
白
︒
其
辭
不
�
Ë
八
句
︒

(67
)

一
︑
舊
與
北
:
語
︑
稱
上
國
・
下
國
︑
今
稱
貴
�
・
本
�
︒
(﹃
円

炎
以
來
繫
年
�
錄
﹄
卷
一
九
八
紹
興
三
二
年

(一
一
六
二
)
三
T
壬

寅
)

(68
)

臣
問
曰
︑﹁
上
國
官
制
莫
多
用
�
�
否
︒
﹂
⁝
臣
答
云
︑﹁
荷
上
國

待
z
之
厚
︒﹂

引
用
中
の
﹁
臣
﹂
は
/
者
の
宋
之
才
で
あ
り
︑
卽
ち
引
用
は
南
宋

の
:
臣
の
金
側
に
對
す
る
發
言
で
あ
る
︒

(69
)

或
恐
彼
界
引
紹
興
二
十
九
年
例
︑
卽
須
再
三
說
諭
︑
以
﹁
向
來
顯

仁
皇
后
元
自
上
國
d
本
�
︑
Û
當
時
國
書
等

(體
)﹇
禮
﹈
數
竝
各

不
同
︑
H
以
稱
哀
謝
:
︑
蓋
不
止
吿
哀
︑
Û
是
致
謝
︒
今
來
專
以
吿

哀
爲
名
︑
Û
=
上
見
�
三
年
之
喪
︑
H
O
:
人
︑
豈
敢
,
從
吉
制
︑

須
是
顏
色
慘
戚
︒
﹂
語
言
諄
切
︑
彼
必
聽
從
︒
萬
一
堅
執
舊
例
再
三
︑

不
得
已
卽
諭
︑
以
﹁
沿
路
未
敢
﹇
改
﹈
易
︑
候
至
上
國
闕
庭
︑
當
隨

宜
入
見
︒
﹂
(﹃
�
宋
�
﹄
第
二
二
九
册
一
六
四
～
一
六
五
頁
)

(70
)

｢
奉
詔
錄
﹂
の
地
の
�
で
は
︑
_
常
金
を
﹁
北
界
﹂
と
稱
し
て
い

る
︒

(71
)

李
輝
二
〇
一
四
第
二
違
が
営
べ
る
よ
う
に
︑
大
定
和
議
成
立
を
機

に
南
宋
の
接
a
・
館
a

(臨
安
で
の
金
:
接
待
役
)
の
金
:
に
對
す

る
對
應
が
對
等
な
方
向
に
變
#
し
た
部
分
が
あ
る
の
も
事
實
で
あ
る
︒

(72
)

先
引
の
﹃
金
�
﹄
卷
八
四
張
景
仁
傳
の
よ
う
に
︑
一
般
に
大
定
和

議
で
は
南
宋
の
對
金
外
�
�
書
の
書
式
は
﹁
奉
表
﹂
か
ら
﹁
國
書
﹂

へ
と
變
�
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
皇
瓜
和
議
�
の
外
�
�
書

の
本
�
內
に
﹁
奉
表
﹂
の
表
現
が
存
在
し
た
と
斷
言
は
で
き
な
い
が
︑

蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
る
︒
な
お
南
宋
皇
-
が
﹁
奉
表
﹂
の
表
現
が
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存
在
す
る
表
を
對
外
�
に
:
用
し
た
例
と
し
て
は
︑﹃
宋
�
﹄
卷
四

七
瀛
國
公
本
紀
德
祐
二
年

(一
二
七
六
)
正
T
甲
申
條
H
載
の
對
元

影
表
の
存
在
を
參
考
の
た
め
に
指
摘
し
て
お
く
︒

參
考
�
獻

和
�

井
黑
忍

二
〇
一
三

｢5
書
禮
に
見
る
十
二
～
十
三
世
紀
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
方
の
國
際
秩
序
﹂
(̀

田
茂
樹
・
V
�
隆
俊
�
﹃
外
�
�
料
か
ら
十
～
十
四
世
紀
を

探
る
﹄
Ý
古
書
院
)

加
�
繁

一
九
五
二

『
荏
U
經
濟
�
考
證
﹄
財
團
法
人
東
洋
�
庫

寺
地
�

一
九
八
八

『南
宋
初
�
政
治
�
硏
究
﹄
溪
水
社

外
山
軍
治

一
九
六
四

『金
�
�
硏
究
﹄
同
ß
舍

中
西
�
美

二
〇
〇
五

｢五
代
北
宋
に
お
け
る
國
書
の
形
式
に
つ
い
て

︱
︱
｢致
書
﹂
�
書
の
:
用
狀
況
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
九
州
大
學
東
洋
�
論
集
﹄
三

三
)

`
田
茂
樹

二
〇
一
二

『宋
代
政
治
G
Ã
硏
究
﹄
Ý
古
書
院

廣
瀨
憲
雄

二
〇
一
三

｢宋
代
東
ア
ジ
ア
地
域
の
國
際
關
係
槪
觀

︱
︱
�
代
・
日
本
の
外
�
�
書
硏
究
の
成
果
か
ら
︱
︱
﹂
(̀

田
茂
樹
・
V
�
隆
俊
�

﹃
外
�
�
料
か
ら
十
～
十
四
世
紀
を
探
る
﹄
Ý
古
書
院
)

廣
瀨
憲
雄

二
〇
一
四

『古
代
日
本
外
�
�

︱
︱
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
視
點
か
ら
讀
み
直
す
︱
︱
﹄
�
談
社

舩
田
善
之

二
〇
〇
九

｢日
本
宛
外
�
�
書
か
ら
み
た
大
モ
ン
ゴ
ル
國
の
�
書
形
式
の
展
開

︱
︱
冒
頭
定
型
句
の
�
渡
�
表
現
を
中
心
に
︱
︱
﹂
(﹃
�
淵
﹄

一
四
六
)

古
松
崇
志

二
〇
〇
七

｢契
丹
・
宋
閒
の
澶
淵
體
制
に
お
け
る
國
境
﹂
(﹃
�
林
﹄
九
〇
︱
一
)

毛
利
英
介

二
〇
〇
四

｢一
〇
七
四
か
ら
七
六
年
に
お
け
る
キ
タ
イ

(遼
)・
宋
閒
の
地
界
�
涉
發
生
の
原
因
に
つ
い
て

︱
︱
特
に
キ
タ
イ
側
の
視
點
か
ら

︱
︱
﹂
(﹃
東
洋
�
硏
究
﹄
六
二
︱
四
)

中
�

陳
樂
素

二
〇
一
二

｢讀
︽
宋
�
・
魏
杞
傳
︾﹂
(﹃
陳
樂
素
�
學
�
存
﹄
廣
東
人
民
出
版
社
︑
初
出
一
九
四
八
)

李
輝

二
〇
一
四

『宋
金
�
聘
制
度
硏
究

(1127-1234)﹄
上
海
古
籍
出
版
社
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冒
志
祥

二
〇
一
二

『宋
�
�
對
外
�
應
格
局

論
宋
�
外
�
�
書
形
態
﹄
廣
陵
書
社

聶
崇
岐

一
九
八
〇

｢宋
遼
�
聘
考
﹂
(﹃
宋
�
叢
考
﹄
中
華
書
局
︑
初
出
一
九
四
〇
)

喬
東
山

二
〇
一
四

｢二
十
世
紀
八
十
年
代
以
來
中
國
大
陸
宋
金
關
係
�
硏
究
囘
£
與
反
思
﹂
(﹃
中
國
�
硏
究
﹄
九
〇
)

沈
如
泉

二
〇
〇
六

｢宋
人
洪
邁
:
金
事
迹
考
論
﹂
(﹃
�
學
T
刊
﹄
二
〇
〇
六
年
第
七
�
)

吳
曉
萍

二
〇
〇
六

『宋
代
外
�
制
度
硏
究
﹄
安
E
人
民
出
版
社

趙
永
春

二
〇
〇
五

『金
宋
關
係
�
﹄
人
民
出
版
社

周
立
志

二
〇
一
三

｢宋
金
�
聘
�
怨
�
獻
︽
:
金
復
命
表
︾
硏
究
﹂
(﹃
北
方
�
物
﹄
二
〇
一
三
年
第
一
�
)

【�
料
一
︼
周
必
大
﹁
玉
堂
類
稿
﹂
卷
一
六
H
收
對
金
國
書

(第
二
二
七
册
一
四
一
～
一
四
九
頁
)

(一
)

答
金
國
賀
會
慶
�
國
書

(原
�
：
:
邢
子

(錫
)﹇
敬
﹈・
副
張
謹
言
︒)

乾
(
六
年
十
T

V
馳
:
傳
︑
申
�
邦
儀
︒
記
載
育
之
初
辰
︑
特
é
嘉
貺
︒
堅
無
窮
之
永
好
︑
ê
惠
群
生
︒
式
循
厚
.
之
臨
︑
奚
諭
感
悰
之
切
︒
氣
鍾
ë
律
︑
福
介
時
和
︒

(二
)

O
:
賀
來
年
正
旦
國
書

(原
�
：
:
呂
正
己
・
副
辛
堅
之
︒)

乾
(
六
年
十
一
T

贊
陽
布
德
︑
天
囘
萬
宇
之
春
︒
�
信
親
仁
︑
□
結
兩
�
之
好
︒
旅
陳
禮
)
︑
臨
O
:
車
︒
旣
因
物
以
見
À
︑
亦
順
時
而
善
頌
︒
冀
綏
純
嘏
︑
永
底
太
和
︒

(三
)

答
賀
正
旦
國
書

(原
�
：
:
蒲
察
愿
・
副
韓
鋼
︒)

乾
(
七
年
正
T

斗
柄
東
囘
︑
í
布
始
和
之
令
︒
星
軺
北
至
︑
載
_
修
睦
之
懽
︒
書
語
溫
然
︑
)
儀
腆
甚
︒
方
益
隆
於
世
好
︑
知
丕
擁
於
春
祺
︒
欣
感
�
懷
︑
喩
言
靡
究
︒

(四
)

O
:
賀
生
辰
國
書

(原
�
：
:
趙
雄
・
副
趙
伯
驌
︒)

乾
(
七
年
正
T

景
俶
三
春
︑
ï
屆
í
彌
之
�
︒
壽
先
五
福
︑
敢
申
善
頌
之
À
︒
預
O
:
軺
︑
V
持
慶
)
︒
用
祝
後
天
之
算
︑
冀
C
卜
世
之
�
︒
共
庇
黎
元
︑
永
堅
e
好
︒

(五
)

答
賀
會
慶
�
國
書

(原
�
：
:
烏
林
答
天
錫
・
副
李
�
蔚
︒)

乾
(
七
年
十
T

三
冬
紀
孟
︑
ï
臨
載
í
之
�
︒
兩
國
�
懽
︑
方
重
益
親
之
義
︒
V
勤
信
:
︑
寵
畀
慶
儀
︒
味
詞
.
之
加
隆
︑
激
感
悰
而
彌
厚
︒
ë
威
協
序
︑
吉
履
增
休
︒

(六
)

O
:
賀
生
辰
國
書

(原
�
：
:
翟
紱
・
副
祖
士
粲
︒)

乾
(
八
年
正
T

履
初
吉
於
季
春
︑
素
傳
令
�
︒
開
殊
祥
於
甲
觀
︑
茲
紀
í
辰
︒
方
�
阜
於
群
生
︑
宜
丕
C
於
多
祉
︒
肅
馳
:
傳
︑
�
致
壽
儀
︒
惟
頌
詠
之
彌
勤
︑
匪
喩
言

之
可
究
︒

(七
)

答
賀
會
慶
�
國
書

(原
�
：
:
完
顏
禧
・
副
盧
璣
︒)

淳
熙
二
年
十
T

陽
T
應
�
︑
記
菲
凉
之
載
育
︒
親
仁
脩
睦
︑
勤
:
介
以
俱
來
︒
肆
形
e
好
之
言
︑
備
致
壽
祺
之
祝
︒
Y
詞
兩
至
︑
儀
物
Û
豐
︒
在
感
臆
以
增
深
︑
豈
緘
書

之
能
究
︒
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(八
)

O
:
賀
來
年
正
旦
國
書

(原
�
：
:
謝
廓
然
・
副
黃
夷
行
︒)

淳
熙
二
年
十
一
T

乾
坤
�
泰
︑
熙
和
氣
於
春
臺
︒
南
北
_
歡
︑
躋
庶
民
於
壽
域
︒
V
馳
信
:
︑
�
致
慶
儀
︒
冀
臻
視
履
之
祥
︑
庸
對
發
生
之
序
︒
頌
言
斯
至
︑
ê
営
奚
殫
︒

(九
)

答
賀
正
旦
國
書

(原
�
：
:
完
顏
治
・
副
高
õ
國
︒)

淳
熙
三
年
正
T

歲
序
載
怨
︑
允
協
夏
時
之
正
︒
民
生
�
阜
︑
共
欣
春
物
之
榮
︒
已
V
致
於
慶
儀
︑
乃
專
勤
於
華
:
︒
披
緘
書
之
甚
厚
︑
閱
禮
)
之
維
豐
︒
感
篆
彌
深
︑
願

言
曷
究
︒

(一
〇
)

O
:
賀
來
年
正
旦
國
書

(原
�
：
:
閻

(昌
)﹇
蒼
﹈
舒
・
副
:
李
可
久
︒)

淳
熙
三
年
十
一
T

行
夏
之
時
︑
方
ö
怨
於
歲
律
︒
5
天
之
祜
︑
宜
丕
集
於
春
祺
︒
飭
O
:
人
︑
肅
將
禮
)
︒
庸
展
泰
亨
之
慶
︑
益
堅
¡
好
之
修
︒
頌
詠
居
多
︑
諭
言
曷
究
︒

(一
一
)

答
賀
正
旦
國
書

﹇
淳
熙
四
年
正
T
﹈

正
T
日
︑
大
宋
皇
-
謹
奉
書
於
大
金
應
天
興
祚
欽
�
廣
武
仁
德
?
孝
皇
-
闕
下
︒
怨
元
ö
紀
︑
慶
萬
物
之
發
生
︒
舊
好
益
堅
︑
嘉
羣
黎
之
康
阜
︒
V
勞
信

:
︑
寵
貺
華
緘
︒
旣
備
F
於
春
祺
︑
復
旅
陳
於
禮
)
︒
欽
紉
勤
渠
之
.
︑
良
深
感
懌
之
Y
︒
今
正
旦
:
副
囘
︑
謹
專
奉
書
陳
謝
︒
不
宣
︒

(一
二
)

答
賀
會
慶
�
國
書

(原
�
：
:
完
顏
忠
︑
副
曹
士
元
︒)

淳
熙
四
年
十
T

時
屬
上
冬
︑
日
臨
載
育
︒
勤
:
華
於
萬
里
︑
閲
e
好
於
億
年
︒
貺
以
緘
書
︑
申
之
篚
)
︒
惟
慶
儀
之
甚
腆
︑
知
眷
.
之
加
隆
︒
其
在
感
悰
︑
曷
Â
ê
敍
︒

(一
三
)

O
:
賀
來
年
正
旦
國
書

淳
熙
四
年
十
一
T

十
一
T
日
︑
大
宋
皇
-
謹
奉
書
於
大
金
應
天
興
祚
欽
�
廣
武
仁
德
?
孝
皇
-
闕
下
︒
樂
歲
載
怨
︑
慶
三
陽
之
�
泰
︒
歡
e
彌
固
︑
與
萬
物
以
皆
春
︒
飭
O

軺
車
︑
肅
持
菲
)
︒
冀
緝
熙
於
繁
祉
︑
共
康
乂
於
黎
元
︒
頌
詠
良
深
︑
ê
陳
罔
旣
︒
今
差
�
林
學
士
・
�
s
大
夫
・
知
制
誥
・
Û
侍
讀
・
�
寧
郡
開
國
侯
・

食
邑
一
千
戶
・
食
實
封
一
百
戶
・
賜
紫
金
魚
袋
錢
良
臣
︑
嚴
州
觀
察
:
・
知
閤
門
事
・
Û
客
省
四
方
館
事
・
永
豐
縣
開
國
伯
・
食
邑
七
百
戶
C
璽
閏
賀
正

旦
國
信
:
・
副
︑
E
少
禮
物
︑
具
諸
別
幅
︑
謹
專
奉
書
︒
不
宣
︒

(一
四
)

答
賀
正
旦
國
書

淳
熙
五
年
正
T

二
儀
�
泰
︑
曆
頒
歲
序
之
元
︒
萬
彙
向
榮
︑
人
p
春
臺
之
樂
︒
V
紓
:
傳
︑
申
閲
歡
e
︒
昭
厚
.
於
緘
書
︑
粲
多
儀
於
信
)
︒
其
爲
感
懌
︑
未
易
ê
陳
︒

(一
五
)

O
:
賀
生
辰
國
書

淳
熙
五
年
正
T

某
T
日
︑
大
宋
皇
-
謹
奉
書
於
大
金
@
號
皇
-
闕
下
︒
T
紀
季
春
︑
屬
光
風
之
轉
蕙
︒
日
臨
初
吉
︑
應
飛
電
之
繞
樞
︒
祗
O
:
旜
︑
具
陳
慶
)
︒
永
冀
萬

年
之
算
︑
常
_
兩
國
之
歡
︒
頌
詠
惟
勤
︑
指
陳
莫
喩
︒
今
差
�
散
大
夫
・
試
禮
部
尙
書
・
信
安
郡
開
國
侯
・
食
邑
一
千
戶
・
食
實
封
一
百
戶
・
賜
紫
金
魚

袋
趙
思
︑
某
州
觀
察
:
・
知
閤
門
事
・
Û
客
省
四
方
館
事
・
某
縣
開
國
伯
・
食
邑
七
百
戶
¿
槐
閏
賀
生
辰
國
信
:
・
副
︑
E
少
禮
物
︑
具
諸
別
幅
︑
謹
專

奉
書
︒
不
宣
︒

(一
六
)

O
:
賀
生
辰
國
書

淳
熙
六
年
正
T
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春
華
正
茂
︑
暢
和
氣
於
芳
辰
︒
í
序
載
臨
︑
對
休
符
於
令
旦
︑
肅
馳
:
傳
︑
備
展
慶
儀
︒
冀
萬
壽
之
丕
C
︑
底
群
生
於
�
阜
︒
茲
爲
頌
詠
︑
豈
易
ê
陳
︒

今
差
龍
圖
閣
學
士
・
�
散
大
夫
・
提
擧
佑
神
觀
Û
侍
�
・
淸
#
郡
開
國
侯
・
食
邑
一
千
户
・
食
實
封
一
百
户
・
賜
紫
金
魚
袋
錢
冲
之
︑
潭
州
觀
察
:
・
知

閤
門
事
・
Û
客
省
四
方
館
事
︑
泰
寧
縣
開
國
伯
・
食
邑
七
百
戶
劉
咨
閏
賀
生
辰
國
信
:
・
副
︑
E
少
禮
物
︑
具
諸
別
幅
︑
謹
專
奉
書
︒
不
宣
︒

【�
料
二
︼
樓
鑰
﹃
攻
媿
集
﹄
卷
四
七
H
收
對
金
國
書

(一
)

囘
弔
祭
國
書

皇
祖
上
仙
︑
嘗
馳
赴
問
︒
沖
人
嗣
位
︑
方
�
_
喪
︒
荷
信
:
之
V
來
︑
辱
弔
儀
之
加
厚
︒
益
堅
e
好
︑
彌
切
感
懷
︒
哀
疚
旣
深
︑
ê
陳
難
究
︒

(二
)

囘
賀
登
寶
位
國
書

祗
奉
慈
謨
︑
勉
承
丕
祚
︒
比
飭
行
人
之
吿
︑
茲
勤
信
:
之
來
︒
儀
物
E
加
︑
書
函
尤
備
︒
旣
荷
禮
�
之
厚
︑
益
欣
e
好
之
堅
︒
爰
謹
報
違
︑
用
陳
謝
悃
︒

(三
)

報
謝
登
寶
位
國
書

祖
武
是
繩
︑
孝
思
方
切
︒
勤
:
華
之
V
曁
︑
知
e
好
之
彌
隆
︒
品
物
具
陳
︑
Y
�
俱
稱
︒
比
已
�
于
報
櫝
︑
爰
再
飭
夫
行
人
︒
仍
致
彜
儀
︑
用
將
謝
悃
︒

(四
)

報
謝
賀
慶
元
元
年
正
旦
國
書

三
陽
攸
慶
︑
方
夙
戒
于
行
人
︒
萬
里
�
歡
︑
復
V
勤
夫
信
:
︒
惠
以
函
書
之
厚
︑
加
之
篚
)
之
豐
︒
爰
飭
報
違
︑
備
宣
謝
臆
︒
惟
益
堅
夫
世
好
︑
冀
均
介

于
春
祺
︒

(五
)

賀
生
辰
國
書

:
介
載
馳
︑
伸
�
í
辰
之
慶
︒
郵
°
垂
諭
︑
少
遲
良
T
之
�
︒
�
致
函
書
︑
V
將
篚
)
︑
用
祝
無
疆
之
算
︑
益
堅
E
永
之
e
︒
施
F
黎
元
︑
同
躋
仁
壽
︒

【�
料
三
︼
周
必
大
﹁
思
陵
錄
﹂
H
收
南
宋
對
金
國
書

(國
書
の
タ
イ
ト
ル
は

(一
)
を
除
き
筆
者
が
附
し
た
も
の
)

(一
)

吿
哀
:
國
書

釁
積
菲
躬
︑
上
干
威
譴
︒
禍
貽
昭
考
︑
奄
被
凶
甾
︑
愴
巨
痛
以
難
Â
︑
¿
大
邦
而
莫
訴
︒
亟
馳
信
馹
︑
祗
é
哀
函
︒
惟
素
篤
於
修
和
︑
必
深
蒙
於
軫
悼
︒

今
差
ê
�
閣
學
士
韋
璞
・
鄂
州
觀
察
﹇
:
﹈
姜
特
立
閏
吿
哀
:
・
副
︑
E
少
禮
物
︑
具
諸
別
幅
︒
(淳
熙
一
四
年
一
〇
T
辛
卯
條
︑
﹃
�
宋
�
﹄
第
二
三
二

册
八
一
頁
)

(二
)

賀
生
辰
國
書

候
協
龍
祥
︑
ï
際
五
剛
之
旦
︒
�
�
鳳
紀
︑
載
禔
萬
壽
之
�
︒
惟
至
德
之
í
昭
︑
宜
休
符
之
滋
介
︒
顓
馳
信
:
︑
肅
奉
慶
函
︒
庸
申
飭
於
)
儀
︑
益
I
�

於
嘉
祉
︒
(淳
熙
一
五
年
正
T
癸
卯
條
︑
同
一
〇
三
頁
)
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(三
)

囘
弔
祭
國
書

慈
庭
棄
養
︑
已
馳
訴
於
哀
摧
︒
:
馹
將
À
︑
乃
�
貽
於
奠
問
︒
具
承
書
惠
︑
愴
閱
物
儀
︒
沐
軫
念
之
惟
勤
︑
知
閲
e
之
彌
永
︒
茲
深
感
慟
︑
莫
罄
敍
言
︒

(淳
熙
一
五
年
二
T
癸
巳
條
︑
同
一
一
七
頁
)

(四
)

報
謝
國
書

比
沐
慈
仁
︑
V
馳
華
:
︒
愍
念
凶
哀
之
故
︑
特
行
祭
唁
之
儀
︒
雖
已
飭
於
報
函
︑
£
未
殫
於
感
緖
︒
亟
顓
謝
禮
︑
洊
é
英
聰
︒
不
腆
)
將
︑
�
申
牘
布
︒

(淳
熙
一
五
年
三
T
己
酉
條
︑
同
一
二
二
～
一
二
三
頁
)

(五
)

囘
賀
生
辰
國
書

í
�
甫
屆
︑
惟
深
罔
極
之
思
︒
信
馹
V
臨
︑
特
厚
永
堅
之
好
︒
函
書
載
¬
︑
儀
)
是
將
︒
沐
勤
.
以
�
孚
︑
飭
報
違
而
祗
é
︒
曾
因
営
敍
︑
彌
見
感
藏
︒

(淳
熙
一
五
年
一
〇
T
庚
寅
條
︑
同
一
四
六
頁
)

(六
)

囘
賀
正
旦
國
書

人
正
ö
¬
︑
感
歲
序
之
載
�
︒
:
傳
來
臨
︑
識
信
e
之
益
固
︒
祗
承
書
惠
︑
Û
致
)
將
︒
佩
禮
.
以
惟
深
︑


謝
緘
而
敢
後
︒
悃
悰
是
é
︑
銘
篆
奚
Â
︒

(淳
熙
一
六
年
正
T
丁
酉
條
︑
同
一
五
〇
頁
)

(七
)

賀
生
辰
國
書

季
春
應
律
︑
方
茂
暢
於
陽
和
︒
彌
T
標
祥
︑
式
í
膺
於
福
祉
︒
肅
馳
信
馹
︑
祗
飭
慶
緘
︒
備
陳
不
腆
之
儀
︑
申
閲
無
窮
之
好
︒
永
綏
壽
履
︑
垂
副
頌
言
︒

(淳
熙
一
六
年
正
T
戊
戌
條
︑
同
一
五
〇
～
一
五
一
頁
)

【�
料
四
︼
周
必
大
﹁
思
陵
錄
﹂
H
收
金
對
南
宋
國
書

(國
書
の
タ
イ
ト
ル
は
筆
者
が
附
し
た
も
の
)

(一
)

賀
正
旦
國
書

四
序
�
端
︑
三
陽
�
泰
︒
爰
屬
布
和
之
始
︑
緬
維
介
祉
之
多
︒
乃
O
:
軺
︑
P
持
慶
)
︒
益
頴
舊
好
︑
罙
切
馳
懷
︒
(
淳
熙
一
四
年
一
二
T
癸
巳
條
︑﹃
�

宋
�
﹄
第
二
三
二
册
九
九
～
一
〇
〇
頁
)

(二
)

囘
吿
哀
國
書

V
馳
信
傳
︑
遽
F
訃
°
︒
審
色
養
之
永
w
︑
諒
孝
思
之
罔
極
︒
方
敦
親
好
︑
深
用
惻
傷
︒
尙
勉
�
於
哀
Y
︑
庸
善
綏
於
沖
履
︒
(淳
熙
一
五
年
正
T
乙
丑
條
︑

同
一
一
〇
頁
)

(三
)

囘
賀
正
旦
國
書

�
杓
叶
õ
︑
ö
開
歲
律
之
祥
︒
信
:
來
同
︑
敦
�
世
和
之
好
︒
婉
書
辭
而
申
祝
︑
粲
)
物
以
陳
儀
︒
�
戢
腆
勤
︑
惟
深
欣
懌
︒
(
淳
熙
一
五
年
二
T
丁
丑
條
︑
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同
一
一
三
頁
)

(四
)

弔
祭
國
書

頃
é
訃
°
︑
遽
聞
大
故
︒
念
久
敦
於
世
好
︑
殊
深
軫
於
中
懷
︒
載
飭
信
軺
︑
P
伸
慰
問
︒
尙
順
禮
經
之
�
︑
用
綏
孝
履
之
和
︒
(
淳
熙
一
五
年
二
T
丁
亥
條
︑

同
一
一
六
頁
)

(五
)

�
留
禮
信
國
書

頃
é
哀
訃
︑
諒
方
切
於
孝
思
︒
繼
獲
函
書
︑
審
夙
承
於
�
命
︒
飭
行
人
而
展
好
︑
齎
信
)
以
將
À
︒
感
愴
良
深
︑
ê
宣
罔
旣
︒
(
淳
熙
一
五
年
四
T
辛
未
條
︑

同
一
三
〇
～
一
三
一
頁
)

(六
)

囘
賀
生
辰
國
書

í
彌
紀
T
︑
ï
當
春
序
之
和
︑
緘
信
將
À
︑
備
展
邦
儀
之
煥
︒
載
形
善
頌
︑
益
篤
懽
e
︒
惟
嘉
詠
以
良
深
︑
匪
喩
言
之
可
究
︒
(
淳
熙
一
五
年
四
T
己
卯
條
︑

同
一
三
二
頁
)

(七
)

囘
報
謝
國
書

頃
聞
凶
訃
︑
想
極
悲
傷
︒
馳
O
:
車
︑
P
爲
弔
祭
︒
在
叔
姪
Y
當
如
是
︑
於
國
家
禮
亦
宜
之
︒
復
致
函
書
︑
備
陳
謝
悃
︒
念
方
罹
於
夏
暑
︑
冀
少
�
於
哀

悰
︒
(淳
熙
一
五
年
六
T
辛
卯
條
︑
同
一
四
〇
頁
)

(八
)

賀
生
辰
國
書

ë
風
初
屆
︑
律
正
上
冬
︒
良
T
就
盈
︑
祥
開
í
日
︒
爰
O
皇
華
之
:
︑
P
ê
慶
)
之
儀
︒
尙
介
壽
棋
︑
用
堅
e
信
︒
(淳
熙
一
五
年
一
〇
T
癸
未
條
︑
同
一

四
六
頁
)

(九
)

賀
正
旦
國
書

獻
歲
發
春
︑
式
屬
亨
嘉
之
會
︒
順
時
�
好
︑
益
敦
信
睦
之
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protection of those powers. Furthermore, some also employed an economic strat-

egy as in the case of Huifan who allied himself with Princess Taiping and expanded

commercial activities under her protection. From the above, we see that the Sog-

dians conversion to Buddhism had aspects of a survival strategy and also had proac-

tive aspects designed to acquire political and economic benefits.

ON THE GUOSHU國書 DOCUMENTS EXCHANGED IN THE

PERIOD OF THE DADING 大定 TREATY BETWEEN

THE JIN DYNASTY AND THE SOUTHERN SONG

MORI Eisuke

This paper deals chiefly with the guoshu documents exchanged by the Jin dy-

nasty and the Southern Song in the Dading treaty period.

The history of the relation between the Jin dynasty and the Southern Song can

be described as the repetition of the conclusion and cancellation of several treaties.

Regarding these treaties, this paper focuses on the period after the Dading treaty,

especially on the guoshu documents exchamged between the Jin and the Southern

Song in this period.

In the first section, I examine the two points that serve as the foundation for

the argument in the second section. First, I examine the diplomatic documents

exchanged between the emperors of the Jin dynasty and the Southern Song in the

period from the cancellation of the Huangtong 皇瓜 treaty to the conclusion of the

Dading treaty. After that, I examine the arguments on the form of the diplomatic

documents issued in the name of the Southern Song emperor by the Southern Song

court and sent to the Jin emperor before the conclusion of the Dading treaty.

In the second section, I examine the principal focus of this paper, the guoshu

documents exchanged by the Jin dynasty and the Southern Song in the Dading

treaty period. First, I examine whether the opening fixed phrase of the guoshu

documents of the Southern Song for the Jin dynasty in the Dading treaty period

used the expression zhishu 致書 or fengshu 奉書. After that, I examine the differ-

ence of the number of the phrases of the guoshu documents sent from the Jin dynas-

ty to the Southern Song and the Southern Song to the Jin dynasty during the Dading

treaty period.

In the last section, I examine the word “shangguo”上國. The word “shangguo,”
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meaning superior kingdom, was the word used by the Southern Song as the appel-

lation for the Jin dynasty during the Huangtong treaty period, when the Southern

Song emperor adopted the role of subject toward the Jin emperor. In this section, I

confirm the fact that the word “shangguo” continued to be used in the Dading trea-

ty period also.

Through these examinations, I conclude that although it is often said that the

relationship between the Jin dynasty and the Southern Song during the Dading

treaty period was formally that of nearly equals, in fact, the position of the Jin

dynasty was superior to that of the Southern Song in many more respects than

previously imagined.

ON ZHANGLIANG BAOBO AND GUIHUQINGONGCE :

THE STATE OF LAND OWNERSHIP OF 27 DU 5 TU IN XIUNING

PREFECTURE, HUIZHOU IN THE WANLI ERA

ITOH Masahiko

Four volumes of the Duplicates of the Household Register of 27 Du 5 Tu of

Xiuning Prefecture during the Wanli Era 萬曆休寧縣 27 都 5 圖黃册底籍 (No. 2 :

24527) in the Anhui Museum are the only historical materials that show the entire

contents of the “One Li (Tu)” 一里=圖 in the household registers for taxation and

labor service, fuyi huangce 賦役黃册, during the Ming period. There exists,

however, a yulince魚鱗册 (Fish-scale record) of 27 Du 5 Tu 27都 5 圖 in Xiuning

Prefecture that is based on the land survey (zhangliang 丈量) of the 9th year of

the Wanli era (1581). This document is actually one volume of theMarked Register

of the Land Survey of 27 Du 5 Tu in Xiuning Prefecture in the Ninth Year of the

Wanli Era in the Ming Period 0萬曆 9 年休寧縣 27都 5 圖 得字丈量保1 (線� No.

563585 : hereafter, Dezi zhangliang baobo). It consists of 442 leaves and shows

information on the lands from Dezi No. 9 to No. 3544. It is estimated that 84% of the

original Dezi zhangliang baobo is extant, and the large quantity of yulince of the land

survey done by Zhang Juzheng 張居正 is noteworthy. The Dezi zhangliang baobo

was published in a printed edition like other yulince of Xiuning Prefecture made by

survey of 1581.

Based upon a consideration of the reason why the yulince was published in

Xiuning Prefecture and the relation of the Guihuqingongce of 27 Du 5 Tu in
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